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第１章 総  則 

（目 的） 

第１条 この規程は、業務規程第１条第３項の規定に

基づき、有価証券の上場、上場有価証券の適時開示、

上場廃止その他上場有価証券に関する事項は、有価

証券上場規程をもって定める。 

 

 

 

この要領は、有価証券上場規程の解釈、運用などの

事務取扱いの要領を定めることを目的とする。 

 

（アンビシャス） 

第１条の２ 本所は、本所の市場において、成長性が

見込まれる企業の資金調達を容易にし、もって地域

経済の活性化に資するとともに、投資者に新たな投

資機会を提供することを目的として、成長企業の有

価証券に係る上場制度を設ける。 

２ 前項に定める上場制度に基づき上場する有価証

券に係る市場は、アンビシャスと称する。 

 

 

（申請による上場） 

第２条 有価証券の上場は、当該有価証券の発行者か

らの申請により行うものとする。 

 

 

２ 本所に上場している株券の発行者（以下「上場会

社」という。）が行う新設合併、株式移転又は新設

1. 第２条（申請による上場）関係 

(1) 第１項の上場申請に係る株券の取扱いについ
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分割（本所が定めるものに限る。）によって設立さ

れる会社が発行する有価証券については、その設立

前（当該上場会社の当該新設合併、株式移転又は新

設分割に係る株主総会の決議後に限る。）において

も上場申請できることとし、当該設立前の上場申請

に基づく有価証券の上場は、当該上場会社からの申

請により行うものとする。この場合における上場申

請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は、本

所が定めるところによるものとする。 

 

ては、次の a 及び b に定めるところによる。 

a 上場申請に係る株券は、原則として、単一銘

柄であり、かつ、その上場申請に係る株券の数

がその発行済株式数と同数であることを要す

る。 

ｂ 上場申請に係る株券の発行済株式のうち、一

部に上場に適さない株式があると認めた場合

には、上場に適さない株式を除く発行済株式に

ついて上場を認めることができるものとし、こ

の場合において、上場株式数が上場申請に係る

株式の発行済株式総数の 50％以上であること

を要する。 

(2) 第２項に規定する「本所が定めるもの」とは、

上場会社が行う新設合併、株式移転又は新設分割

のうち、次に掲げるものをいう。 

ａ 株券上場審査基準第４条第２項第１号又は

第６条第２項第１号に該当する新設合併 

ｂ 株券上場審査基準第４条第２項第２号又は

第６条第２項第２号に該当する株式移転 

ｃ 人的分割である新設分割 

(3) 第２項の規定に基づき設立前に上場申請を行

う場合には、原則として、有価証券上場申請書そ

の他の書類の提出、参考となるべき報告、資料の

提出、上場審査に対する協力、上場審査料の納入

等については、当該設立前の期間においては当該

上場会社が行うものとし、設立後は当該有価証券

の発行者である設立された会社が行うものとす

る。このほか、上場申請手続きその他の規定の適

用に必要な事項は、本所がその都度定める。 

３ 前２項の規定は、国債証券及び金融商品取引法

（昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。）第

125 条の上場命令に基づき上場する株券について

は、適用しない。 

 

 

第２章 有価証券の新規上場 

（新規上場申請手続） 

第３条 新規上場申請者（本所に有価証券が上場され

ていない発行者が、有価証券の上場を申請する場合

の当該発行者をいう。以下同じ。）は、次の各号に

掲げる事項を記載した本所所定の有価証券上場申

請書を提出するものとする。 

 

 

1.の２ 第３条（新規上場申請手続）第１項関係 

(1) 有価証券上場申請書には、上場希望日現在の

有価証券の銘柄及び数等を記載するものとする。

この場合において、当該有価証券のうち上場申請

日に発行されていないものがあるときは、その発

行決議（監査等委員会設置会社にあっては、取締

役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）を証明する書類、有

価証券届出書の写し及び有価証券届出効力発生
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通知書の写し若しくは発行登録追補書類の写し

又は有価証券通知書受理通知書の写し若しくは

発行登録通知書受理通知書の写し並びに払込完

了を証明する書類（登記事項証明書等）を提出す

るものとする。ただし、当該書類のうち電子開示

手続により内閣総理大臣等に提出した書類につ

いては、提出を要しないものとする。 

(1) 商号  

(2) 上場申請に係る有価証券の銘柄、種類、発行

数、単元株式数（会社法（平成 17 年法律第 86 号）

第２条第 20 号に規定する単元株式数をいう。以

下同じ。）を定める場合には当該単元株式数及び

当該有価証券が株券である場合にはその発行者

の資本金の額。 

 

(2) 第２号に規定する発行数については、次に掲

げる株式の数を、それぞれ区分して注記するもの

とする。ただし、新規上場申請者がアンビシャス

への上場を申請する場合は、この限りでない。 

ａ 新規上場申請者が所有する自己株式の数 

ｂ 自己株式取得決議を行った場合には、当該自

己株式取得決議に係る自己株式の数及び取得

した自己株式の数 

ｃ 自己株式処分等決議を行った場合には、当該

自己株式処分等決議に係る自己株式の数及び

処分又は交付した自己株式の数 

ｄ 自己株式消却決議を行った場合には、当該自

己株式消却決議に係る自己株式の数 

(3) 新規上場申請者が発行者である上場申請に係

る有価証券以外の有価証券（預託証券を除く。）

の銘柄、種類、発行数及び単元株式数を定める場

合には当該単元株式数 

 

(3) 新規上場申請者は、上場申請日前に他の種類

の株式への転換（株式については会社がその発行

する株式を取得するのと引換えに他の種類の株

式を交付すること、新株予約権については会社が

その発行する新株予約権を取得するのと引換え

に株式を交付することをいう。以下同じ。）が行

われる株式の発行を行っている場合、新株予約権

の発行を行っている場合又はこれらに類するも

のの発行若しくは付与を行っている場合には、上

場申請にかかる株券は、原則として、当該他の種

類の株式への転換が行われる株式の転換又は当

該新株予約権の行使等によって発行することと

なる株式数について、一括して上場申請を行う旨

を有価証券上場申請書に記載するものとする。 

(4) 上場申請に係る有価証券及び新規上場申請者

が発行者であるその他の有価証券の発行登録の

内容 

(4) 第４号の規定により「発行登録の内容」を記

載した場合には、発行登録書の写し（訂正発行登

録書の写しを含む。）を提出するものとする。 

(5) 上場申請日以降の日に、上場申請に係る株券

の公募（一般募集による株券の発行又は処分をい

う。以下同じ。）若しくは売出し又は上場のため

の数量制限付分売を行うときは、その内容 

(5) 第５号に規定する「上場のための数量制限付

分売」とは、国内の他の金融商品取引所の規則に

定める立会外分売であって、50 単位未満の範囲

内で買付申込数量に限度を設けて行うものをい

うものとする。 

(6) アンビシャスへの上場を申請する場合には、

その旨 
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(7) 上場申請に係る株券についての指定振替機関

（本所が指定する振替機関（社債、株式等の振替

に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。以下「振

替法」という。）第２条第２項に規定する振替機

関をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の振

替業における取扱いに関する事項 

(6) 第７号に規定する指定振替機関として本所が

指定するものは、株式会社証券保管振替機構とす

る。 

 

(8) 取締役会設置会社である旨の登記が行われた

日 

 

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には、次の各

号に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 上場申請を決議した取締役会の議事録の写し

（会社法第 370条の規定により取締役会の決議が

あったものとみなされる場合にあっては、当該場

合に該当することを証する書面を含み、監査等委

員会設置会社（会社法第２条第 11 号の２に規定

する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。）

にあっては、取締役の決定があったことを証する

書面を含み、指名委員会等設置会社（会社法第２

条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社をい

う。以下同じ。）にあっては、執行役の決定があ

ったことを証する書面を含む。） 

2. 第３条（新規上場申請手続）第２項関係 

 

(2) 新規上場申請者の登記事項証明書 

(3) 定款 

 

(4) 新規上場申請者の商号、その属する企業集団

（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和 51 年大蔵省令第 28 号。）第４条第

１項第１号に規定する企業集団をいう。）及びそ

の経理の状況その他事業の内容に関する重要な

事項その他の本所が定める事項を記載した「上場

申請のための有価証券報告書」      ２部 

(1) 第４号に規定する「上場申請のための有価証

券報告書」は、Ⅰの部及びⅡの部から成るものと

し、次のａからｅまでに定めるところによるもの

とする。ただし、新規上場申請者がアンビシャス

への上場を申請する者である場合には、「上場申

請のための有価証券報告書」はⅠの部とし､新規

上場申請者（アンビシャスへの上場を申請する者

を除く。）が上場会社の人的分割によりその事業

を承継する会社であって、当該分割前に上場申請

を行う場合（正当な理由によりⅡの部を作成する

ことができない場合に限る。）には、「上場申請の

ための有価証券報告書」はⅠの部及び本所が上場

審査のため適当と認める書類から成るものとす

る。 

ａ 「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」

（昭和 48 年大蔵省令第５号。以下「開示府令」

という。）第８条第２項第１号に規定する「第

２号の４様式」（「第二部」から「第四部」まで）

に準じて作成するものとし、「第２号の４様式」

の「第二部」に準じて掲げたものの次に、開示

府令第 15 条第１号イに規定する「第３号様式」
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の「第二部」に掲げる事項を、当該様式に準じ

て記載するものとする。ただし、新規上場申請

者が上場申請日において既に１年間継続して

有価証券報告書を提出している者である場合

には、開示府令第９条の３第４項に規定する

「第２号の２様式」（「第三部」及び「第四部」）

に準じて作成することができるものとし、この

場合には、「第２号の２様式」の「第四部」に

準じて掲げたものの次に、開示府令第８条第１

項第１号に規定する「第２号様式」の「第四部」

及び同条第２項第１号に規定する「第２号の４

様式」の「第四部」に掲げる事項を、当該様式

に準じて記載するものとする。 

ｂ 前ａの規定にかかわらず、新規上場申請者が

国内の他の金融商品取引所に上場されている

株券の発行者（以下このｂにおいて「他市場上

場会社」という。）若しくは株券上場審査基準

第４条第２項若しくは第６条第２項の規定の

適用を受ける場合又は上場会社若しくは他市

場上場会社の人的分割によりその事業を承継

する会社（承継する事業が新規上場申請者の主

要な事業となるものに限る。）であって、当該

分割期日の前に上場申請を行う場合には、「上

場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」は、

開示府令第８条第１項第１号に規定する「第２

号様式」（「第二部」及び「第四部」）又は同項

第３号に規定する「第２号の６様式」（「第二

部」、「第三部」及び「第五部」）に準じて作成

するものとし、「第２号様式」の「第二部」又

は「第２号の６様式」の「第三部」に準じて掲

げたものの次に、開示府令第 15 条第１号イに

規定する「第３号様式」の「第二部」に掲げた

事項を、当該様式に準じて記載するものとす

る。ただし、新規上場申請者が上場申請日にお

いて既に１年間継続して有価証券報告書を提

出している者である場合には、開示府令第９条

の３第４項に規定する「第２号の２様式」（「第

三部」及び「第四部」）に準じて作成すること

ができるものとし、この場合には、「第２号の

２様式」の「第四部」に準じて掲げたものの次

に、開示府令第８条第１項第１号に規定する

「第２号様式」の「第四部」に掲げる事項を、

当該様式に準じて記載するものとする。 

ｂの２ 最近２年間（「最近」の計算は、新規上

場申請日の直前事業年度の末日を起算日とし
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てさかのぼる。以下同じ。）に終了した事業年

度（直前事業年度を除く。）又は連結会計年度

（直前連結会計年度を除く。）に係る財務諸表

又は連結財務諸表が、法第５条第１項又は法第

24 条第１項から第３項までの規定により提出

された有価証券届出書又は有価証券報告書に

記載されている場合は、「上場申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）」に当該財務諸表又は

連結財務諸表を添付するものとする。 

ｃ 新規上場申請者がアンビシャスへの上場を

申請する者である場合には、ａ及びｂの規定に

かかわらず、「上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」は、株券上場審査基準第６条第

１項第１号 a に規定する株券の公募又は売出

しに係る有価証券届出書と同一の記載様式と

することができる。 

ｄ 新規上場申請者（アンビシャスへの新規上場

申請者を除く。以下このｄ及び次のｄの２にお

いて同じ。）が最近１年間又は上場申請日の属

する事業年度の初日以後において次の(a)又は

(b)に掲げる行為を行っている場合（(a)に掲げ

る行為については、新規上場申請者の子会社

（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財

務諸表等規則」という。）第８条第３項に規定

する子会社をいう。以下同じ。）が行っている

場合を含む。）は、ａ及びｂの規定により作成

する「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に当該(a)又は(b)に定める財務計算に関

する書類（当該「上場申請のための有価証券報

告書（Ⅰの部）」に記載されているもの及び本

所が添付を要しないものとして認めるものを

除く。）を添付するものとする。ただし、当該

(a)又は(b)に掲げる行為が新規上場申請者の

財政状態及び経営成績に重要な影響を与えな

いときは、この限りでない。 

(a) 合併（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の合併及び株券

上場審査基準第４条第２項第１号に該当す

る合併を除く。(4)ｆ及びｇの(a)並びに 10.

ａにおいて同じ。） 

合併当事会社（新規上場申請者及びその

子会社を除く。(4)ｆ及びｇの(a)において

同じ。）に係る当該合併の直前の事業年度及

び連結会計年度の財務諸表等（連結財務諸
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表を作成すべき会社でない場合及び連結財

務諸表を作成することが著しく困難である

と認められる場合は､連結財務諸表を除く

ものとし、法の規定に従って財務諸表等を

作成することが著しく困難であると認めら

れる場合は、会社法の規定に従って作成さ

れた貸借対照表及び損益計算書とすること

ができる。） 

(b) 子会社化（他の会社を子会社とすること

をいう。以下この取扱いにおいて同じ。）又

は非子会社化（他の会社の親会社（財務諸表

等規則第８条第３項に規定する親会社をい

う。以下同じ。）でなくなることをいう。以

下この取扱いにおいて同じ。） 

当該子会社に係る当該子会社化又は非子

会社化の直前の事業年度及び連結会計年度

の財務諸表等（連結財務諸表を作成すべき会

社でない場合及び連結財務諸表を作成する

ことが著しく困難であると認められる場合

は、連結財務諸表を除くものとし、法の規定

に従って財務諸表等を作成することが著し

く困難であると認められる場合は、会社法の

規定に従って作成された貸借対照表及び損

益計算書とすることができる。） 

ｄの２ 新規上場申請者が、最近２年間又は上場

申請日の属する事業年度の初日以後において

合併を行っている場合（当該合併が実体を有し

ない会社を存続会社とする合併であると認め

られるものに限る。）又は持株会社（私的独占

の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54 号）第９条第５項第１号に規定

する持株会社のうち国内の会社その他これに

準ずるものとして本所が適当と認める国内の

会社をいう。以下同じ。）になった場合（他の

会社に事業を承継させる又は譲渡することに

伴い持株会社になった場合を除く。）には、「上

場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」の

うち当該合併以前の期間又は持株会社になる

前の期間に係る記載内容については当該合併

によるすべての解散会社（当該合併の直前事業

年度の末日において他の解散会社の連結子会

社である会社その他の本所が記載を要しない

ものとして認める会社を除く。）又は持株会社

になった日のすべての子会社（持株会社になっ

た日の直前事業年度の末日において他の子会
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社の連結子会社である会社その他本所が記載

を要しないものとして認める会社を除く。）に

ついても記載するものとする。 

(注) ｄ及びｄの２の規定については、本所が必

要と認める場合には、新規上場申請者との合併

より解散した会社についても新規上場申請者

とみなしてこれらの規定を適用するものとす

る。 

ｅ 「上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの

部）」は、本所が定める「上場申請のための有

価証券報告書（Ⅱの部）記載要領」により作成

するものとする。 

(5) 上場申請日の属する事業年度の初日以後に、

自己株式取得決議（自己株式の取得に係る会社法

第 156 条第１項（同法第 165 条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

る決議をいう。）、自己株式処分等決議（自己株式

の処分に係る会社法第 199条第１項の規定による

決議（監査等委員会設置会社にあっては、取締役

の決定を含み、指名委員会等設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）又は会社法第 749 条

第１項第２号、第 758 条第４号若しくは第 768 条

第１項第２号に規定する金銭等として自己株式

を交付する場合における会社法第795条第１項の

規定による決議（会社法第 796 条第１項又は第２

項の規定により当該決議を要しない場合にあっ

ては、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換

契約の内容についての取締役会決議（監査等委員

会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指

名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を

含む。）をいう。）又は自己株式消却決議（自己株

式の消却に係る会社法第 178条第２項の規定によ

る決議（監査等委員会設置会社にあっては、取締

役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）をいう。）を行った場

合には、その議事録の写し（会社法第 319 条第１

項又は第370条の規定により株主総会又は取締役

会の決議があったものとみなされる場合にあっ

ては、当該場合に該当することを証する書面を含

み、監査等委員会設置会社にあっては、取締役の

決定があったことを証する書面を含み、指名委員

会等設置会社にあっては、執行役の決定があった

ことを証する書面を含む。）ただし、アンビシャ

スへの上場を申請する新規上場申請者（以下「ア

ンビシャスへの新規上場申請者」という。）は、
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添付を要しない。 

(6) 本所所定の「反社会的勢力との関係がないこ

とを示す確認書」 

 

(7) 新規上場申請者の幹事金融商品取引業者（幹

事である金融商品取引業者をいう。）である本所

の会員（会員に準ずるものとして本所が適当と認

める非会員金融商品取引業者を含む。以下「幹事

会員」という。）が作成した本所所定の推薦書 

 

(2) 第７号に規定する「会員に準ずるものとして

本所が適当と認める非会員金融商品取引業者」と

は、次のａ又はｂに定める金融商品取引業者をい

うものとする。 

ａ 会員が持株会社である親会社を有する場合

において、当該会員と同一の持株会社の子会社

である金融商品取引業者 

ｂ 会員の親会社及び子会社（財務諸表等規則第

８条第３項に規定する親会社及び子会社をい

う。）である金融商品取引業者 

(3) 新規上場申請者がアンビシャスへの上場を申

請する者である場合には、当該新規上場申請者の

幹事金融商品取引業者は、第７号に規定する推薦

書に、当該新規上場申請者（その企業グループを

含む。）が高い成長の可能性を有していると認め

られる者である旨及びその理由（成長性に関する

事項という。以下同じ）について記載するものと

する。ただし、最近２年間における営業利益が

5,000 万円以上ある場合は、成長性に関する事項

についての記載は要しない。 

(7)の２ アンビシャスへの新規上場申請者が、北

海道に本店又は主要事業所等を有しない場合に

は、北海道における事業活動及び事業計画の状況

等、北海道との関連性を記載した書面 

 

(7)の３ 幹事会員が作成した公開指導及び引受審

査の過程で特に留意した事項及び重点的に確認

した事項を記載した書面 

 

(8) アンビシャスへの新規上場申請者である場合

には、当該新規上場申請者が上場申請に係る有価

証券の上場の日以後３年間において年１回以上、

当該有価証券に対する投資に関する説明会を開

催することについて確約した書面 

 

(8)の２ 新規上場申請に係る株券について、上場

時における単元株式数が 100株であることが見込

まれない場合は、新規上場申請者が、上場後にお

いて、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則第 12 条の５第２項に規定する

単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設

を行う旨を確約した書面 

 

(9) その他本所が必要と認める書類 (4) 第９号に規定する「本所が必要と認める書類」

とは、次に掲げるものをいうものとする。ただし、

アンビシャスへの新規上場申請者は、ｄ及びｅか
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らｇまでに規定する書類については、添付を要し

ない。 

ａ 削 除 

ｂ 経理規程、原価計算規程、職務権限規程、営

業管理規程、株式事務取扱規程、内部情報管理

規程その他これらに類する諸規則の写し 

ｃ 最近１年間に終了する事業年度の株主総会

招集通知及びその添付書類の写し 

ｃの２ 新規上場申請者の企業グループ（株券上

場審査基準第２条第１項に規定する新規上場

申請者の企業グループをいう。以下同じ。）の

主要な事業活動の前提となる事項（主要な業務

又は製商品に係る許可、認可、免許若しくは登

録又は販売代理店契約若しくは生産委託契約

（以下このｃの２において「許認可等」とい

う。）をいう。以下このｃの２において同じ。）

に係る次に掲げる事項を記載した書面 

(a) 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項 

(b) 該許認可等の有効期間その他の期限が法

令、契約等により定められている場合には、

当該期限 

(c) 当該許認可等の取消し、解約その他の事

由が法令、契約等により定められている場合

には、当該事由 

(d) 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項について、その継

続に支障を来す要因が発生していない旨 

ｄ 新規上場申請者が持株会社であって、持株会

社になった後、上場申請日の直前事業年度の末

日までに２か年以上を経過していない場合（他

の会社に事業を承継させる又は譲渡すること

に伴い持株会社になった場合を除く。）で、か

つ、持株会社になった日の子会社が複数あると

きは、当該期間のうち持株会社になる前の期間

における当該複数の子会社の結合財務情報に

関する書類（2.(1)ｄの規定により「上場申請

のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載され

るものを除く。」） 

ｄの２ 新規上場申請者が会社の分割等により

他の会社の事業を承継する会社（当該他の会社

から承継する事業が新規上場申請者の事業の

主体となる場合に限る。）であって、最近２年

間にその承継前の期間が含まれる場合は、当該

期間における当該他の会社から承継する事業



上場規程 １１ 

に係る財務計算に関する書類      ２部 

ｅ 新規上場申請者が、会社の分割等により他の

会社の事業を承継する会社（当該他の会社から

承継する事業が新規上場申請者の事業の主体

となる場合に限る。）であって、最近２年間に

その承継前の期間が含まれる場合は、当該期間

のうちその承継前の期間における当該他の会

社の財務諸表等           各２部 

ｅの２ 新規上場申請者が、他の会社の事業を譲

り受ける会社（当該他の会社から譲り受ける事

業が新規上場申請者の事業の主体となる場合

に限る。）であって、最近２年間にその譲受け

前の期間が含まれる場合は、当該期間における

譲受の対象となる部門に係る財務計算に関す

る書類               各２部 

ｅの３ 新規上場申請者が、他の会社の事業を譲

り受ける会社（当該他の会社から譲り受ける事

業が新規上場申請者の事業の主体となる場合

に限る。）であって、最近２年間にその譲受け

前の期間が含まれる場合は、当該期間のうちそ

の譲受け前の期間における当該他の会社の財

務諸表等              各２部 

ｆ 新規上場申請者又はその子会社が最近１年

間又は上場申請日の属する事業年度の初日以

後に合併を行っている場合には、合併当事会社

すべての当該期間内に終了する事業年度及び

連結会計年度の財務諸表等（「上場申請のため

の有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載又は添付

されるもの及び本所が提出を要しないものと

して認めるものを除く。 各２部 

ｇ 新規上場申請者が、最近１年間又は上場申請

日の属する事業年度の初日以後において次の

(a)から(d)までのいずれかに掲げる行為（(a)、

(b)及び(d)に掲げる行為については、新規上場

申請者の子会社が行っている場合を含む。）を

行っている場合（当該行為が新規上場申請者の

財政状態及び経営成績に重要な影響を与えな

い場合を除く。）には、当該(a)から(d)までに

定める書類（本所が提出を要しないものとして

認めるものを除く。）          ２部 

(a) 合併 

合併当事会社の事業の概況、事業の状況及

び設備の状況等を記載した本所所定の「上場

申請のための被合併会社等の概要書」 

(b) 会社の分割（新規上場申請者とその子会
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社又は新規上場申請者の子会社間の分割を

除く。10.ａにおいて同じ。） 

分割により承継される事業の概況及び分

割の理由等を記載した本所所定の「上場申請

のための会社分割概要書」 

(c) 子会社化又は非子会社化 

子会社化又は非子会社化に係る異動子会

社の概況及び異動の理由等を記載した本所

所定の「上場申請のための異動子会社に関す

る概要書」 

(d) 事業の譲受け又は譲渡（新規上場申請者

とその子会社又は新規上場申請者の子会社

間の事業の譲受け又は譲渡を除く。10.ａに

おいて同じ。） 

譲受け又は譲渡に係る事業の概況、譲受け

又は譲渡の理由及び譲受け又は譲渡の対価

等を記載した本所所定の「上場申請のための

事業の譲受け（又は譲渡）概要書」 

(注) ｄからｇまでの規定については、本所が必

要と認める場合には、新規上場申請者との合併

により解散した会社についても新規上場申請

者とみなしてこれらの規定を適用するものと

する。 

ｈ 上場前の公募又は売出し等に関する規則第

３条の２第２号に規定する競争入札による公

募等を行う場合には、特別利害関係者の一覧表 

ｉ 上場前の公募又は売出し等に関する規則第

３条の２第２号に規定する競争入札による公

募等を行う場合には、人的関係会社（上場前の

公募又は売出し等に関する規則の取扱い第５

条第４項に規定する「人的関係会社」をいう。）

及び資本的関係会社（上場前の公募又は売出し

等に関する規則の取扱い第５条第５項に規定

する「資本的関係会社」をいう。）の一覧表及

び当該人的関係会社及び資本的関係会社の役

員名簿 

ｊ 本所所定の「株式の分布状況表」 

この場合において、会社法の規定により基準

日を設けたとき（社債、株式等の振替に関する

法律（平成 13 年法律第 75 号。以下「振替法」

という。）第 151 条第１項又は第８項の規定（同

法第 235 条において準用する場合を含む。）に

基づき振替機関（振替法第２条第２項に規定す

る振替機関をいう。）が総株主通知の通知を行

った場合を含む。）は、当該基準日（振替機関
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が総株主通知を行った場合におけるその基準

日となる日を含む。以下「基準日等」という。）

における株主が所有する株式の数又は株主の

数を把握した都度、更新後の「株式の分布状況

表」を提出するものとし、株主数及び流通株式

数について株券上場審査基準の取扱い２．(1)

ｂ及びｄに定めるところにより取り扱うとき

並びに上場申請に係る株券の公募又は売出し

について同取扱い２．(2)に定めるところによ

り取り扱うときは、提出を要しないものとす

る。 

ｋ 上場前の公募又は売出し等に関する規則第

３条の２第２号に規定する競争入札による公

募等を行う場合には、従業員名簿 

ｌ 削 除 

ｍ 株券上場審査基準第４条第１項第 10 号に規

定する株式事務代行機関の設置を証する書面

の写し 

ｍの２ 上場申請に係る株券が国内の金融商品

取引所に上場されている株券以外の株券であ

る場合において、上場申請に係る株券の公募又

は売出しを行わないときは、上場申請に係る株

券の評価額に関する資料 

ｎ 上場会社の人的分割により設立される会社

又は上場会社から事業を承継する会社であっ

て、当該分割前に上場申請を行う場合は、当該

分割に係る会社法第 794 条第１項又は会社法

第 803 条第１項に規定する書面の写し 

ｎの２ 相互会社（保険業法に規定する相互会社

をいう。以下同じ。）が組織変更後の株式会社

の株券の上場を申請する場合は、次の書類 

(a) 最近１年間に終了する事業年度の社員総

会又は総代会（保険業法に規定する社員総会

又は総代会をいう。以下同じ。）の招集通知

及びその添付書類の写し 

(b) 相互会社から株式会社への組織変更を社

員総会又は総代会において決議したことを

証する書面及び組織変更後の株式会社の定

款 

(c) 保険業法第 87 条第１項に規定する書類

の写し 

ｎの３ 新規上場申請者が指名委員会等設置会

社であって、会社法第 416 条第４項に基づき執

行役に委任している場合には、取締役会の決議

の内容を証する書面 
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ｎの４ 新規上場申請者が監査等委員会設置会

社であって、会社法第 399 条の 13 第５項に基

づき取締役に委任している場合には、取締役会

の決議の内容を証する書面 

ｎの５ 新規上場申請者が親会社等（親会社等が

会社である場合に限るものとし、親会社等が複

数ある場合にあっては、新規上場申請者に与え

る影響が最も大きいと認められる会社をいい、

その影響が同等であると認められる場合にあ

っては、いずれか一つの会社をいうものとす

る。）を有している場合（上場後最初に到来す

る事業年度の末日において親会社等を有しな

いこととなる見込がある場合を除く。）には、

当該親会社等の事業年度若しくは中間会計期

間（当該親会社等が四半期財務諸表提出会社で

ある場合には、四半期累計期間）又は連結会計

年度若しくは中間連結会計期間（当該親会社等

が四半期連結財務諸表提出会社である場合に

は、四半期連結累計期間）に係る直前の決算の

内容を記載した書面。ただし、次の(a)又は(b)

に掲げる場合を除く。 

(a) 当該親会社等が国内の金融商品取引所に

上場されている株券の発行者である場合 

(b) 当該親会社等が外国金融商品取引所等に

おいて上場又は継続的に取引されている株

券の発行者であり、かつ、当該親会社等又は

当該外国金融商品取引所等が所在する国に

おける企業内容の開示の状況が著しく投資

者保護に欠けると認められない場合 

ｏ アンビシャスへの新規上場申請者は、次の書

類 

(a) 新規上場申請者に係る次に掲げる事項を

記載した書類（当該事項について記載された

既存の書類がある場合には、当該書類をもっ

て代えることができる。） 

イ 事業の内容 

ロ 今後の事業計画 

ハ 特別利害関係者との取引の内容 

ニ 業界及び取引先の状況 

(b) 最近２年間における連結子会社に関する

決算報告書 

(c) 最近１年間に合併を行っている場合に

は、当該期間内に終了する事業年度における

被合併会社の財務諸表等（本所が提出を要し

ないものとして認めるものを除く。） 
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(d) 株券上場審査基準第６条第１項第１号ａ

ただし書の規定の適用を受ける場合は、上場

申請に係る株券の評価額に関する資料 

  ｐ 支配株主又は財務諸表等規則第８条第 17 項

第４号に規定するその他の関係会社を有する

新規上場申請者にあっては、上場有価証券の発

行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い 2.の(3)に定める支配株主等に関する事

項を記載した書面（上場後最初に到来する事業

年度の末日において支配株主又は財務諸表等

規則第８条第 17 項第４号に規定するその他の

関係会社を有しないこととなる見込みがある

場合を除く。） 

 (5) (1)ｄ及び(4)ｇに規定する「重要な影響」に

ついては、別添１「新規上場申請者の合併等に係

る「重要な影響」について」に定めるところによ

るものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、株券上場審査基準第４

条第２項又は第６条第２項の規定の適用を受ける

新規上場申請者は、第１項に規定する有価証券上場

申請書には、次の各号に掲げる新規上場申請者の区

分に従い、当該各号に定める書類を添付するものと

する。 

3. 第３条（新規上場申請手続）第３項関係 

(1) 第３項の規定により有価証券上場申請書に添

付する「上場申請のための有価証券報告書」は、

Ⅰの部のみをもって成るものとし、2.(2)ａから

ｅまでの規定に準じて作成するものとする。 

(1) 株券上場審査基準第４条第２項に該当する新

規上場申請者 

ａ 前項第１号から第６号及び第８号の２に掲

げる書類 

ｂ 上場申請に係る株券につき、上場後最初に終

了する事業年度の末日（事業年度の末日と異な

る日が株主基準日（有価証券報告書に記載され

る大株主の状況に係る基準日をいう。以下同

じ。）である新規上場申請者にあっては上場後

最初に到来する株主基準日）までの間における

株式の分布状況の見込みを記載した本所所定

の「上場申請日以後における株式分布状況に関

する予定書」 

 

ｃ その他本所が必要と認める書類 (2) 第１号ｃに規定する「本所が必要と認める書

類」とは、次に掲げる書類をいうものとする。 

ａ 上場会社が上場有価証券の発行者の会社情

報の適時開示等に関する規則第５条第１項の

規定に基づき提出する書類に準じて作成した

書類 

ｂ 2.(4)ｂ及びｌからｍまでに規定する書類 

ｃ 新規上場申請者が株券上場審査基準第４条
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第２項第３号の規定の適用を受ける場合には、

上場会社の最近連結会計年度（当該上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場

会社の最近事業年度）における同号に規定する

他の会社が承継する事業及び当該他の会社以

外の会社が承継する事業に係る財務計算に関

する書類（本所が提出を要しないものとして認

めるものを除く。） 

ｄ 株券上場審査基準第４条第２項第１号又は

第２号の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同項第１号に定める存続会社の親会社又は

同項第２号に定める当該他の会社の親会社で

あり、かつ、同項第１号又は第２号に規定する

上場会社が株券上場廃止基準第２条第１項第

９号ｂに規定する実質的な存続会社でないと

見込まれる場合には、同ｂに規定する期間にお

ける企業の継続性及び収益性に関する見込み

並びに当該期間内に同ｂに規定する本所が定

める基準に適合するよう努める旨について記

載した書面（当該新規上場申請者が、同ｂに規

定する本所が定める基準に適合する見込みが

ある場合を除く。） 

(2) 株券上場審査基準第６条第２項の規定の適用

を受ける新規上場申請者 

ａ 前項第１号から第５号及び第８号の２に掲

げる書類 

ｂ 上場申請に係る株券につき、上場後最初に終

了する事業年度の末日（事業年度の末日と異な

る日が株主基準日である新規上場申請者にあ

っては上場後最初に到来する株主基準日）まで

の間における株式の分布状況の見込みを記載

した本所所定の「上場申請日以後における株式

分布状況に関する予定書」 

 

ｃ その他本所が必要と認める書類 (3) 第２号ｃに規定する「本所が必要と認める書

類」とは、次に掲げる書類をいうものとする。 

ａ 上場会社が上場有価証券の発行者の会社情

報の適時開示等に関する規則第５条第１項の

規定に基づき提出する書類に準じて作成した

書類 

ｂ 2.(4)ｂ及びｌからｍまでに規定する書類 

ｃ 新規上場申請者が株券上場審査基準第６条

第２項第３号の規定の適用を受ける場合には、

上場会社の最近連結会計年度（当該上場会社が

連結財務諸表提出会社でない場合は、当該上場

会社の最近事業年度）における同号に規定する
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他の会社が承継する事業及び当該他の会社以

外の会社が承継する事業に係る財務計算に関

する書類（本所が提出を要しないものとして認

めるものを除く。） 

ｄ 株券上場審査基準第６条第２項第１号又は

第２号の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同項第１号に定める存続会社の親会社又は

同項第２号に定める当該他の会社の親会社で

あり、かつ、同項第１号又は第２号に規定する

上場会社が株券上場廃止基準第２条の２第１

項第３号において読み替えて適用する同基準

第２条第１項第９号ｂに規定する実質的な存

続会社でないと見込まれる場合には、同基準第

２条の２第１項第３号において読み替えて適

用する同基準第２条第１項第９号ｂに規定す

る期間における企業の継続性及び収益性に関

する見込み並びに当該期間内に同基準第２条

の２第１項第３号において読み替えて適用す

る同基準第２条第１項第９号ｂに規定する本

所が定める基準に適合するよう努める旨につ

いて記載した書面（当該新規上場申請者が、同

基準第２条の２第１項第３号において読み替

えて適用する同基準第２条第１項第９号ｂに

規定する本所が定める基準に適合する見込み

がある場合を除く。） 

４ 前条第２項の規定に基づき設立前に上場申請す

る場合は、前２項に定める添付書類のうち上場申請

時に提出することができない書類（本所がやむを得

ないものとしてその都度認めるものに限る。）につ

いては、提出することができることとなった後直ち

に提出すれば足りるものとする。 

 

 

５ 新規上場申請者は、上場申請日の属する事業年度

の初日以後上場することとなる日までに、次の各号

のいずれかに該当することとなる場合には、当該各

号に規定する書類を提出するものとする。ただし、

電子開示手続（法第 27 条の 30 の２に規定する電子

開示手続をいう。）により当該各号に定める書類（第

４号ｄに掲げる書類を除く。）を内閣総理大臣等（内

閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に

属する権限を委任された者をいう。以下同じ。）に

提出した場合には、当該書類の提出を要しないもの

とする。 

4. 第３条（新規上場申請手続）第５項関係 

 

(1) 取締役会又は株主総会を開催した場合（会社

法第 319条第１項又は第 370条の規定により株主

(1) 第１号の取締役会又は株主総会の決議（監査

等委員会設置会社にあっては、監査等委員会の決
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総会又は取締役会の決議があったとみなされる

場合を含み、監査等委員会設置会社にあっては、

監査等委員会を開催した場合又は取締役の決定

があった場合を含み、指名委員会等設置会社にあ

っては、指名委員会等（会社法第２条第 12 号に

規定する指名委員会等をいう。以下同じ。）を開

催した場合又は執行役の決定があった場合を含

む。）には、その議事録の写し（会社法第 319 条

第１項又は第 370条の規定により株主総会又は取

締役会の決議があったものとみなされる場合に

あっては、当該場合に該当することを証する書面

を含み、監査等委員会設置会社にあっては、取締

役の決定があったことを証する書面を含み、指名

委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があ

ったことを証する書面を含む。） 

議又は取締役の決定を含み、指名委員会等設置会

社にあっては、指名委員会等の決議又は執行役の

決定を含む。）に係る事項が上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則第５条

第１項に規定する事項である場合には、新規上場

申請者は、第１号に規定する議事録の写しに、上

場会社が同規則第５条第１項の規定に基づき提

出する書類に準じて作成した書類を添付するも

のとする。 

 

 (1)の２ 第１号に規定する「執行役の決定」には、

日常業務等の決定を含まないものとする。 

(2) 経営上重大な事実等の会社情報が生じた場合

には、その報告書 

(2) 第２号に規定する「経営上重大な事実等の会

社情報が生じた場合」とは、上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示等に関する規則第２条

第１項第２号、第４号及び第５号並びに第２項に

規定する場合をいうものとする。 

(3) 内閣総理大臣等に有価証券の募集に関する届

出又は売出しに関する届出若しくは通知書の提

出を行った場合には、次の書類の写し 

各２部（ｂに規定する書類については１部） 

ａ 有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含

む。）及びその添付書類（既に提出されている

ものと同一内容の書類を除く。） 

ｂ 有価証券届出効力発生通知書 

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。）及び

その添付書類（既に提出されているものと同一

内容の書類を除く。） 

(4) 有価証券の募集若しくは売出しの発行登録又

はその取下げを行った場合、又は発行登録による

募集若しくは売出しを行った場合には、次の書類

の写し 

各２部（ｂに規定する書類については１部） 

ａ 発行登録書（訂正発行登録書を含む。）及び

その添付書類並びに当該発行登録書に係る参

照書類（既に提出されているものと同一内容の

書類を除く。） 

ｂ 発行登録効力発生通知書 

ｃ 発行登録追補書類及びその添付書類並びに

当該発行登録追補書類に係る参照書類（既に提
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出されているものと同一内容の書類を除く。） 

ｄ 発行登録取下届出書 

(5) 内閣総理大臣等に次の書類を提出した場合に

は、その写し 

ａからｃまでに規定する書類については各２

部、ｄからｇまでに規定する書類については各１

部。 

ａ 有価証券報告書（訂正有価証券報告書を含

む。）及びその添付書類（既に提出されている

ものと同一内容の書類を除く。） 

ｂ 半期報告書（訂正半期報告書を含む。） 

ｃ 四半期報告書（訂正四半期報告書を含む。） 

ｄ 臨時報告書（訂正臨時報告書を含む。） 

ｅ 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告

書 

ｆ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を含

む。）、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書

（訂正公開買付報告書を含む。） 

ｇ 公開買付意見表明報告書（訂正公開買付意見

表明報告書を含む。） 

ｈ 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれ

らの訂正報告書 

ⅰ 内部統制報告書（訂正内部統制報告書を含

む。） 

(6) 新規上場申請者が発行者である有価証券につ

いて内閣総理大臣等に次の書類が提出された場

合には、当該提出者から送付を受けた書類の写し 

ａ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を含

む。）、公開買付撤回届出書及び公開買付報告書

（訂正公開買付報告書を含む。） 

ｂ 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれ

らの訂正報告書 

(7) 公開買付意見表明報告書（訂正公開買付意見

表明報告書を含む。）の写しの送付を受けた場合

には、その写し 

(8) 相互会社（保険業法（平成７年法律第 105 号）

に規定する相互会社をいう。）から株式会社への

組織変更を行う場合には、本所が必要と認める書

類 

 

(3) 第８号に規定する「本所が必要と認める書類」

とは、次のａ及びｂに掲げる書類をいうものと

し、当該ａ又はｂに定めるところに従い本所に提

出するものとする。 

ａ 上場申請日の属する事業年度の初日以後上

場することとなる日までに社員総会又は総代

会を開催した場合には、その議事録の写し 

開催後遅滞なく 

ｂ 相互会社から株式会社への組織変更につい

て内閣総理大臣等の認可を受けたことを証す
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る書面 

認可を受けた後遅滞なく 

 

６ 新規上場申請者は、その上場申請に係る有価証券

の上場日が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に規定する書類各２部を提出するものと

する。 

(1) 新規上場申請日の属する事業年度が開始した

日以後３か月を経過した後となる場合 

当該事業年度の第１四半期に関し、本所が定め

る事項を記載した「上場申請のための四半期報告

書」。ただし、新規上場申請者が四半期報告書を

作成している継続開示会社であるときは、四半期

報告書の写しで足りるものとし、当該書類のうち

電子開示手続により内閣総理大臣等に提出した

書類については、提出を要しないものとする（次

の第２号及び第３号に定める「上場申請のための

四半期報告書」において同じ。）。 

4．の２ 第３条（新規上場申請手続）第６項関係 

第１号から第３号までに規定する「上場申請のた

めの四半期報告書」は、開示府令第 17 条の 15 第１

項第１号に規定する「第４号の３様式」に準じて作

成するものとする。 

(2) 新規上場申請日の属する事業年度が開始した

日以後６か月を経過した後となる場合 

当該事業年度の第２四半期に関し、本所が定め

る事項を記載した「上場申請のための四半期報告

書」 

 

(3) 新規上場申請日の属する事業年度が開始した

日以後９か月を経過した後となる場合 

当該事業年度の第３四半期に関し、本所が定め

る事項を記載した「上場申請のための四半期報告

書」 

 

(4) 第１号から第３号の規定に基づき「上場申請

のための四半期報告書」又は四半期報告書の写し

を提出する新規上場申請者が、連結財務諸表を作

成すべき会社である場合 

第１号から第３号までに規定する期間の末日

における四半期貸借対照表。 

 

７ 新規上場申請者は、次の各号に掲げる財務計算に

関する書類について、法第 193 条の２の規定に準じ

て、公認会計士（公認会計士法（昭和 23 年法律第

103 号）第 16 条の２第３項に規定する外国公認会計

士を含む。以下同じ。）又は監査法人の監査、中間

監査又は四半期レビュー（特定事業会社（開示府令

第 17条の 15第２項各号に掲げる事業を行う会社を

いう。以下同じ。）にあっては、中間監査を含む。

以下同じ。）を受け、それに基づいて当該公認会計

士又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査報

告書又は四半期レビュー報告書（特定事業会社にあ

5. 第３条（新規上場申請手続）第７項関係 

(1)  最近１年間に終了する事業年度に係る監査、

中間監査又は四半期レビュー（特定事業会社にあ

っては中間監査を含む。以下同じ。）について、

第７項に規定する「公認会計士」は２人以上とし、

当該公認会計士が作成した監査報告書、中間監査

報告書又は四半期レビュー報告書（特定事業会社

にあっては、中間監査報告書を含む。以下同じ。）

を添付するものとする。 

(2)  第７項に規定する「監査報告書、中間監査報

告書又は四半期レビュー報告書」は、同項各号に
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っては、中間監査報告書を含む。以下同じ。）を添

付するものとする。 

 

掲げる財務計算に関する書類が、従前において法

に基づいて提出された有価証券届出書、有価証券

報告書又は四半期報告書に含まれた財務諸表等、

中間財務諸表等又は四半期財務諸表等と同一内

容のものであって、既に法第 193 条の２第１項の

監査証明を受けている場合には、当該財務諸表

等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表等に対す

る監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュ

ー報告書の写しで足りるものとする。 

(1) 第２項第４号の規定により提出する「上場申

請のための有価証券報告書」に記載される財務諸

表等（財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及

び附属明細表をいう。以下同じ。）及び連結財務

諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結

包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算

書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書並びに連結附属明細表をいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）のうち、本所が

指定するもの 

 

(3)  第１号の規定により本所が指定するものは、

「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

に記載及び添付する次の財務諸表等とする。 

ａ 最近２年間に終了する各事業年度及び各連

結会計年度の財務諸表等（2.(1)ｄの２に規定

する合併による解散会社又は持株会社になっ

た日の子会社のうち主体会社でないものに係

る財務諸表等を除く。） 

ｂ 前ａの規定にかかわらず、アンビシャスへの

新規上場申請者である場合には、直前事業年度

及びその前の事業年度並びに直前連結会計年

度及びその前の連結会計年度の財務諸表等 

(2) 第２項第４号の規定により提出する「上場申

請のための有価証券報告書」に記載される中間財

務諸表等（中間財務諸表（中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間

キャッシュ・フロー計算書をいう。）及び中間連

結財務諸表（中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連

結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等

変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計

算書をいう。）をいう。以下同じ。）若しくは四半

期財務諸表等（四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又

は四半期連結損益及び包括利益計算書並びに四

半期連結キャッシュ・フロー計算書（連結財務諸

表を作成すべき会社でない会社にあっては、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャ

ッシュ・フロー計算書とする。）（特定事業会社に

あっては、中間財務諸表を含む。）をいう。以下

同じ。）又は前項各号の規定により提出する「上

場申請のための四半期報告書」に記載される四半

期財務諸表等 

 

(3) 有価証券上場規程に関する取扱い要領 2.(1)

ｂの２に規定する財務諸表又は連結財務諸表 

 

８ 新規上場申請者は、前項に規定する監査、中間監 6. 第３条（新規上場申請手続）第８項関係 
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査又は四半期レビュー（第６項の規定により提出す

る「上場申請のための四半期報告書」に係るものを

除く。）について公認会計士又は監査法人が作成し

た「監査概要書」、「中間監査概要書」又は「四半期

レビュー概要書」（特定事業会社にあっては、中間

監査概要書を含む。以下同じ。）各１部を提出する

ものとする。 

第８項に規定する「監査概要書」、「中間監査概要

書」及び「四半期レビュー概要書」については、次

の取扱いによるものとする。 

(1) 「監査概要書」は、新規上場申請者の財務諸

表と連結財務諸表の監査又は新規上場申請者の

すべての財務書類の監査が同一の公認会計士又

は監査法人によって併せて行われている場合に

は、当該財務諸表の監査に関する概要と当該連結

財務諸表の監査に関する概要又は当該すべての

財務書類の監査に関する概要を同一の監査概要

書に併せて記載したものを提出するものとする。 

(2) 「監査概要書」は、監査証明府令第５条第２

項に規定する「第１号様式」に準じて、「中間監

査概要書」は、同項に規定する「第２号様式」に

準じて、「四半期レビュー概要書」は、同項に規

定する「第４号様式」に準じて作成するものとす

る。 

(3) 「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

に記載する新規上場申請者の上場申請日の直前

事業年度及び直前連結会計年度の財務諸表等に

関する「監査概要書」には、会社の会計組織、経

理規程、原価計算制度、内部統制組識、内部監査

組識、連結財務諸表作成のための体制とその運用

及び連結財務諸表の作成に関する経理規程並び

に連結子会社及び持分法適用会社の経理規程の

整備状況等に関する公認会計士又は監査法人に

よる評価について記載した書面を添付するもの

とする。 

(4)  「監査概要書」、「中間監査概要書」又は「四

半期レビュー概要書」は、前 6.(2)の規定により

財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財務諸表

等に対する監査報告書、中間監査報告書又は四半

期レビュー報告書の写しを提出した場合には、既

に内閣総理大臣等に提出した当該監査、中間監査

又は四半期レビューに関する監査概要書、中間監

査概要書又は四半期レビュー概要書の写しで足

りるものとする。 

９ 新規上場申請者は、第７項に規定するほか、本所

が定める財務計算に関する書類について、本所が定

めるところにより公認会計士又は監査法人による

監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した

書面を添付するものとする。 

7. 第３条（新規上場申請手続）第９項関係 

第９項に規定する「本所が定める財務計算に関す

る書類」とは、次の(1)から(4)までに掲げる書類を

いい、当該(1)から(4)までに定める書面を添付する

ものとする。 

(1) 2.(1)ｄに規定する書類「上場申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）」に記載される財務諸表

等のうち 2.(1)ｄの２に規定する合併による解散
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会社若しくは持株会社になった日の子会社のう

ち主体会社でないものに係るもの又は 2.(5)ｄ若

しくは f に規定する書類（ｆに規定する書類にあ

っては、合併主体会社の財務諸表等に限る。） 

法第 193 条の２の規定に準じた監査に基づく

監査報告書。ただし、本所が適当と認める場合に

は、財務数値等に係る意見を記載した書面 

この場合において、当該意見は、別添２「被合

併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続によるも

のであることを要するものとする。 

(注) 合併主体会社とは、合併当事会社（新規上

場申請者の子会社が合併を行っている場合

には合併当事会社（新規上場申請者の子会社

を除く。）及び新規上場申請者）のうち、事

業規模の最も大なる会社をいうものとする。

この場合において「事業規模」の大小は、総

資産額、純資産の額、売上高及び利益の額等

を勘案して決定する。 

(2) 2.(4)ｄの２並びに 3.(2)ｃ及び(3)ｃに規定

する書類 

財務数値について合理的と認められる手続に

従い意見を記載した書面 

(3) 2.(4)ｅ及びｅの３に規定する書類 

法第 193 条の２の規定に準じた監査に基づく

監査報告書 

(4) 2.(4)ｅの２又はｇの(b)に規定する書類（承

継される事業に係る財務数値に関する部分に限

る。）又は同(d)に規定する書類（譲受け又は譲渡

の対象となる部門に係る財務数値に関する部分

に限る。） 

財務数値等について合理的と認められる手続

に従い意見を記載した書面 

10 新規上場申請者が、国内の他の金融商品取引所に

上場されている株券の発行者である場合の第１項

に規定する有価証券上場申請書には、第２項から第

９項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる書

類を添付するものとする。 

(1) 上場申請を決議した取締役会の議事録の写し

（会社法第 370条の規定により取締役会の決議が

あったものとみなされる場合にあっては、当該場

合に該当することを証する書面を含む。） 

8. 第３条（新規上場申請手続）第 10 項関係 

 

(2) 新規上場申請者の登記事項証明書 

(3) 定款 

 

(4) 最近２年間に終了する各事業年度に関する財 (1) 第４号の「最近２年間に終了する各事業年度
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務諸表 

 

に関する財務諸表」は、法第 24 条の規定による

「有価証券報告書」をもって代用することができ

るものとする。 

(5) 最近１年間における各事業年度の事業報告書

（会社法第438条第１項に基づき定時株主総会に

提出された計算書類をいう。）の写し 

(6) 上場申請日の直前の事業年度に関する定時株

主総会において会社法第 156 条第１項（同法第

163 条及び第 165 条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定による決議があ

った場合には、その議事録の写し 

 

11 本所は、上場審査のため必要と認めるときには、

新規上場申請者に対し、前各項に規定する書類のほ

か参考となるべき報告又は資料の提出その他上場

審査に対する協力を求めることができるものとす

る。 

 

12 新規上場申請者は、本所が上場申請に係る有価証

券の上場を承認した場合には、第２項から第 10 項

までに掲げる書類のうち本所が必要と認める書類

を提出し、本所が当該有価証券の上場について公表

した後、当該書類その他の新規上場申請者がこの条

の規定により提出した書類のうち本所が必要と認

める書類について本所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

 

9. 第３条（新規上場申請手続）第 12 項関係 

(1) 第 12 項に規定する「第２項から第 10 項まで

に掲げる書類のうち本所が必要と認める書類」と

は、次に掲げるものをいうものとする。 

ａ 定 款（新規上場申請者が組織変更後の株式

会社の株券の上場を申請する相互会社である

場合の当該相互会社の定款を除く。） 

ｂ 「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」（第７項若しくは第９項又は 2.(1)ｂの２

若しくはｄの規定により添付される書類を含

む。） 

(2) 新規上場申請者による前(1)ａに掲げる書類

の提出については、当該書類に記載された内容を

記録した電磁的記録（法令に基づき電磁的記録が

作成されている場合にあっては、当該電磁的記

録）の提出により行うものとする。 

(3) 第 12 項に規定する「当該書類その他の新規上

場申請者がこの条の規定により提出した書類の

うち本所が必要と認める書類」とは、次に掲げる

ものをいうものとする。 

ａ 前(1)に規定する書類 

ｂ 第５項第２号に規定する書類 

ｃ 第６項に規定する書類 

ｄ 2.(4)ｄからｇまでに規定する書類（前 7.の

２の規定により添付される書類を含む。） 

ｄの２ 2.(4)ｎの２の(b)、ｎの４及びｐに規定

する書類 

ｅ 3.(2)ａの規定により提出される書類（上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に
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関する規則により公衆の縦覧に供することと

されている書類と同種の書類に限る。） 

ｆ 4.の規定により提出される書類（上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則により公衆の縦覧に供することとされて

いる書類と同種の書類に限る。） 

 

（上場申請に係る宣誓書） 

第３条の２ 株券の上場を申請する新規上場申請者

は、当該申請を行う時に、本所所定の上場申請に係

る宣誓書を提出するものとする。 

 

 

（申請の不受理） 

第４条 本所は、新規上場申請者が、本所が別に定め

る場合に該当するときには、上場申請を受理しない

ものとする。 

 

10. 第４条（申請の不受理）関係 

新規上場申請者が次のａ又はｂに該当する場合

には、上場申請を受け付けないものとする。 

ａ 上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日

から２年以内に、合併（新規上場申請者とその

子会社又は新規上場申請者の子会社間の合併

及び株券上場審査基準第４条第２項第１号に

該当する合併を除く。）、会社分割（新規上場申

請者とその子会社又は新規上場申請者の子会

社間の会社分割を除く。）、子会社化若しくは非

子会社化又は事業の譲受け若しくは譲渡（新規

上場申請者とその子会社又は新規上場申請者

の子会社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）

を行う予定のある場合（合併、分割並びに事業

の譲受け及び譲渡については、新規上場申請者

の子会社が行う予定のある場合を含む。）であ

って、新規上場申請者が当該行為により実質的

な存続会社でなくなると本所が認めたとき。た

だし、当該合併（合併を行った場合に限る。）

が実体を有しない会社を存続会社とする合併

であると認められる場合及び当該分割が上場

会社から事業を承継する人的分割（承継する事

業が新規上場申請者の主要な事業となるもの

に限る。）であると認められる場合は、この限

りでない。 

ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の

会社の完全子会社となる株式交換又は株式移

転を上場申請日の直前事業年度の末日から２

年以内に行う予定のある場合（上場日以前に行

う予定のある場合を除く。） 

 

（本則市場へ上場申請を行う新規上場申請者が上場 10.の２ 第４条の２（本則市場へ上場申請を行う新
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日以前に合併等を実施する予定である場合の特例） 

第４条の２ 第２条第１項の規定にかかわらず、新規

上場申請者が次の各号に掲げる行為を予定してい

る場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、

当該各号に定める者が発行する株券の上場申請を

行うことができるものとする。 

 (1) 上場日以前に解散会社となる合併（上場会社

が当事会社となる場合を除く。） 

    合併に係る新設会社若しくは存続会社又は

存続会社の親会社（当該会社が発行者である株

券を当該合併に際して交付する場合に限る。） 

 (2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株

式交換又は株式移転（上場会社が当事会社とな

る場合を除く。） 

    当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該株式交換又

は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定により本則市場へ上場申請を行う新

規上場申請者は、第３条第１項から第 10 項まで及

び第３条の２に規定する書類のほか、本所が定める

書類を本所がその都度定める日までに提出するも

のとする。 

３ 第１項の規定による本則市場への上場申請にあ

っては、第６条の４第１号及び第６条の５に規定す

る書類の提出は、第１項各号に定める者が提出する

ものとする。 

４ 第１項の規定により本則市場へ上場申請を行う

新規上場申請者についての株券上場審査基準第４

条第１項の規定の適用については、同条第７号ｄ中

「新規上場申請者に係る株券」とあるのは「新規上

場申請者が発行する株券」とする。 

 

規上場申請者が上場日以前に合併等を実施する予

定である場合の特例）関係 

 (1) 第１項の規定に基づき上場申請を行う場合に

は、原則として、「有価証券上場申請書」その他

の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、

上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その

他所要の手続きについては、合併、株式交換又は

株式移転が行われる前の期間においては新規上

場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株

式移転が行われた後は同項各号に定める者が行

うものとする。 

 (2) 第２項に規定する本所が定める書類とは、次

の各号に掲げる書類とする。 

  ａ 第１項に規定する合併、株式交換又は株式移

転を決議した取締役会の議事録の写し（会社法

第 370 条の規定により取締役会の決議があった

ものとみなされる場合にあっては、当該場合に

該当することを証する書面を含む。） 

  ｂ 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各

号に掲げる書類 

   (a) 合併を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い 5.(3）ｅに掲

げる書類 

   (b) 株式交換を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い 5.(3）ｄの３

に掲げる書類 

   (c) 株式移転を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い 5.(3）ｄの４

に掲げる書類 

  ｃ 第１項第１号又は第２号に定める者につい

て記載した第３条第２項第２号、第３号、第

５号、第８号の２、２(4)ｂ、ｃの２、ｊ、ｌ

及びｎの３並びに第３条第５項第３号に掲げ

る書類。 

 (3) 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ上場

申請を行う新規上場申請者は、第３条第 12 項に

規定する書類のほか、前(2)ｃに掲げる書類のう

ち、同条第２項第３号及び 2.(4)ｎの３に掲げる

書類を上場前及び上場後において本所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。 

 (4) 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ上場

申請を行う新規上場申請者についての 11.の４の
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規定の適用については、「新規上場申請者」とあ

るのは「上場申請に係る株券の発行者」とする。 

 (5) 第１項の規程の適用を受けて本則市場へ上場

申請を行う新規上場申請者についての株券上場

審査基準の取扱い 2.の規定の適用については、

2.(2）ａ(b)、(c)、2.(2）ｂ(a)ロ、2.(2)ｂ(b)

ロ「新規上場申請者」とあるのは「上場申請に係

る株券の発行者」と、同項 2.(2)b 中「上場申請

に係る株券」とあるのは「新規上場申請者が発行

する株券」と同項 2.(2)ｃ(a)及び 2.(2)ｄ中「株

券の発行者である新規上場申請者」とあるのは

「株券を上場申請する新規上場申請者」とする。 

 (6) 第１項の規定の適用を受けて本則市場へ上場

申請を行う新規上場申請者についての株券上場

審査基準の取扱い 2.(3)の規定の適用について

は、2.(3)ａ中「発行者である新規上場申請者」

とあるのは「上場申請する新規上場申請者」と、

2.(3)ａ(a)中「いずれか低い価格」とあるのは「い

ずれか低い価格を第４条の２第１項に規定する

合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調整し

た価格」と、2.(3)ｂ中「株券の評価額）」とある

のは「株券の評価額）を第４条の２第１項に規定

する合併、株式交換又は株式移転に係る比率で調

整した価格」とする。 

 (7) (1)から前(6)のほか、第１項に規定する場合

における新規上場申請手続、上場審査その他の規

定の適用に関し必要な事項は、本所がその都度定

める。 

  

（アンビシャスへ上場申請を行う新規上場申請者が

上場日以前に合併等を実施する予定である場合） 

第４条の３ 第２条第１項の規定にかかわらず、新規

上場申請者が、次の各号に掲げる行為を予定してい

る場合には、当該各号に掲げる行為の区分に従い、

当該各号に定める者が発行する株券のアンビシャ

スへの上場申請を行うことができるものとする。 

 (1) 上場日以前に解散会社となる合併（上場会社

が当事会社となる場合を除く。） 

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存

続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等

を当該合併に際して交付する場合に限る。） 

(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株

式交換又は株式移転（上場会社が当事会社とな

る場合を除く。） 

    当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当

10.の３ 第４条の３（アンビシャスへ上場申請を行

う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実施す

る予定である場合の特例）関係 

 (1) 第１項の規定に基づき上場申請を行う場合に

は、原則として、「有価証券上場申請書」その他

の書類の提出、参考となるべき報告、資料の提出、

上場審査に対する協力、上場審査料等の納入その

他所要の手続きについては、合併、株式交換又は

株式移転が行われる前の期間においては新規上

場申請者が行うものとし、合併、株式交換又は株

式移転が行われた後は同項各号に定める者が行

うものとする。このほか、新規上場申請手続その

他の規定の適用に関し必要な事項は、本所がその

都度定める。 

 (2) 第２項に規定する本所が定める書類とは、次

の各号に掲げる書類とする。 
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該会社が発行者である株券を当該株式交換又

は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定によりアンビシャスへ上場申請を行

う新規上場申請者は、第３条第１項から第 10 項ま

で及び第３条の２に規定する書類のほかに、本所が

定める書類を本所がその都度定める日までに提出

するものとする。 

３ 第１項の規定によるアンビシャスへの上場申請

にあっては、第６条の４第１号及び第６条の５に規

定する書類の提出は、第１項各号に定める者が提出

するものとする。 

４ 第１項の規定により、アンビシャスへ上場申請を

行う新規上場申請者についての株券上場審査基準

第６条第１項の適用については、同条第４号ｄ中

「上場申請に係る株券」とあるのは「新規上場申請

者が発行する株券」とする。 

 

  ａ 第１項に規定する合併、株式交換又は株式移

転を決議した取締役会の議事録の写し（会社法

第 370 条の規定により取締役会の決議があっ

たものとみなされる場合にあっては、当該場合

に該当することを証する書面を含む。） 

  ｂ 次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各

号に掲げる書類 

   (a) 合併を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い 5.(3)ｅに掲げ

る書類 

   (b) 株式交換を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い 5.(3)ｄの３に

掲げる書類 

   (c) 株式移転を予定している場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い 5.(3)ｄの４に

掲げる書類 

  ｃ 第１項第１号又は第２号に定める者につい

て記載した第３条第２項第２号、第３号、第５

号、第８号の２、２（4）ｂ、ｃの２、ｊ、ｌ

及びｎの３並びに同条第５項第３号に掲げる

書類。 

 (3) 第１項の規定の適用を受けてアンビシャスへ

上場申請を行う新規上場申請者は、第３条第

12 項に規定する書類のほか、前(2)ｃに掲げる

書類のうち、同条第２項第３号及び 2.(4）ｎ

の３に掲げる書類を上場前及び上場後におい

て本所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

 (4) 第１項の規定の適用を受けてアンビシャスへ

上場申請を行う新規上場申請者についての 11．

の４の規定の適用については、同項中「新規上

場申請者」とあるのは「上場申請に係る株券の

発行者」とする。 

 (5) 第１項の規定の適用を受けてアンビシャスへ

上場申請を行う新規上場申請者についての株券

上場審査基準の取扱い 5.(1）の規定の適用につ

いては、同取扱い 5.(1）中「2.(2）」とあるの

は「10 の 2.(3)の規定により読み替えて適用する

同取扱い 2.(2）」とする 

 

（上場市場の変更申請を行う上場会社が市場変更日

以前に合併等を実施する予定である場合の特例） 

10 の４．第４条の４（上場市場の変更申請を行う上

場会社が市場変更日以前に合併等を実施する予定
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第４条の４ 上場会社は、次の各号に掲げる行為を予

定している場合には、当該各号に掲げる行為の区分

に従い、当該各号に定める者が発行する株券の上場

市場の変更申請を行うことができるものとする。 

 (1) 上場市場の変更日以前に解散会社となる合併 

   合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存

続会社の親会社（当該会社が発行者である株券を

当該合併に際して交付する場合に限る。） 

 (2) 上場市場の変更日以前に他の会社の完全子会

社となる株式交換又は株式移転 

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該

会社が発行者である株券を当該株式交換又は株

式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定により本則市場への上場市場の変更

申請を行う上場会社についての第 11 条の４第２項

の規定の適用については、同項中「当該上場市場変

更申請者が発行者であるすべての上場有価証券」と

あるのは「当該上場市場の変更申請に係るすべての

上場株券」とする。 

３ 第１項の規定により本則市場への上場市場の変

更申請を行う場合にあっては、第 11 条の４第３項

及び第４項に規定する書類のほか、本所が定める書

類を本所がその都度定める日までに提出するもの

とする。 

４ 第１項の規定により本則市場への上場市場の変

更申請を行う上場会社についての株券上場審査基

準第７条第１項の規定の適用については、同項中

「第４条第１項」とあるのは「第４条の２第４項の

規定により読み替えて適用する第４条第１項」とす

る。 

５ 前項の規定により本則市場への上場市場の変更

申請を行う上場会社についての第 11 条の４第２項

の規定の適用については、同項中「当該上場市場変

更申請者が発行者であるすべての上場有価証券」と

あるのは「当該上場市場の変更申請に係るすべての

上場株券」とする。 

 

である場合の特例）関係 

 (1) 第１項の規定に基づき上場市場の変更申請を

行う場合には、原則として、「上場市場の変更申

請書」その他の書類の提出、参考となるべき報告、

資料の提出、上場市場の変更審査に対する協力、

上場市場の変更審査料等の納入等については、合

併、株式交換又は株式移転が行われる前の期間に

おいては上場市場の変更申請を行う者が行うも

のとし、合併、株式交換又は株式移転が行われた

後は同項各号に定める者が行うものとする。 

 (2) 第３項に規定する本所が定める書類とは、次

の各号に掲げる書類とする。 

  ａ 第１項に規定する合併、株式交換又は株式移

転を決議した取締役会の議事録の写し（会社法

第 370 条の規定により取締役会の決議があっ

たものとみなされる場合にあっては、当該場合

に該当することを証する書面を含む。） 

  ｂ 第１項第１号及び第２号に定める者につい

て記載した第３条第２項第２号、第３号、第５

号、第８号の２、2.(4)ｂ、ｃの２、ｊ、ｌ及

びｎの３並びに同条第５項第３号に掲げる書

類。 

 (3) 第１項の規定の適用を受けて上場市場の変更

申請を行う上場会社は、前(2)ｂに定める書類の

うち、第３条第２項第３号及び 2.(4)ｎの３に掲

げる書類を上場市場の変更前及び変更後におい

て本所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

 (4) (1)から前(3)のほか、第１項に規定する場合

における上場市場の変更申請の手続、上場市場の

変更審査その他の規定の適用に関し必要な事項

は、本所がその都度定める。 

（上場審査料） 

第５条 新規上場申請者は、本所が定める金額の上場

審査料を、上場申請日が属する月の翌月末までに納

入するものとする。ただし、第３条第 10 項の規定

に基づく新規上場申請者及び第６条の２第１項の

規定に基づき予備申請を行った有価証券について、

有価証券上場予備申請書に記載した上場申請を行

おうとする日の属する事業年度に上場申請を行う

 

11. 第５条（上場審査料）関係 

(1) 第５条に規定する本所が定める金額は、100

万円とする。ただし、次のａ又はｂに掲げる場合

には、その半額とする。 

ａ 株券上場審査基準第４条第２項又は第６条

第２項の規定の適用を受ける新規上場申請者

が、同項に規定する上場株券に係る上場廃止日
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場合には、上場審査料を納入することを要しない。 から６か月以内に当該新規上場申請者が発行

者である有価証券の上場を申請する場合 

ｂ 新規上場申請者が当該上場申請より前に上

場申請又は予備申請を行ったことがあり、か

つ、直近の上場申請日（予備申請を行った場合

にあっては、有価証券上場予備申請書に記載し

た上場申請を行おうとする日）の属する事業年

度の初日から起算して３年以内に上場申請を

行う場合 

(2) 上場審査料は、消費税及び地方消費税額を加

算して納入するものとする。 

 

（株券の新規上場審査） 

第６条 新規上場申請者から上場申請のあった株券

の審査は、別添「株券上場審査基準」によるものと

する。 

 

 

（予備申請） 

第６条の２ 株券（上場有価証券の発行者が発行者で

あるものを除く。）の上場申請を行おうとする者（株

券上場審査基準第４条第２項又は第６条第２項の

規定の適用を受ける者を除く。）は、当該上場申請

を行おうとする日の直前事業年度の末日からさか

のぼって３か月前の日以後においては、上場申請を

行おうとする日その他の事項を記載した「有価証券

上場予備申請書」及び上場申請に必要な書類に準じ

て作成した書類（提出することができるもので足り

る。）を提出することにより、上場申請の予備的申

請（以下「予備申請」という。）を行うことができ

る。 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合には、

前条に規定する「株券上場審査基準」に適合する見

込みがあるかどうかについて審査を行う。 

３ 第３条第 11 項の規定は、前項の審査を行う場合

について、準用する。 

４ 予備申請を行う者は、本所が定める金額の予備審

査料を、予備申請の日に本所に納入するものとす

る。 

 

 

11.の２ 第６条の２（予備申請）関係 

前 11.（ａを除く。）の規定は、第４項の予備審

査料について、準用する。この場合において、同

11.（ａを除く。）中「新規上場申請者」とあるのは

「予備申請を行う者」と、同 11.ｂ中「当該上場申

請」とあるのは「当該予備申請」と、「上場申請を

行う場合」とあるのは「上場申請を行おうとする場

合」と読み替えるものとする。 

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱い） 

第６条の３ 新規上場申請者が上場前に行う公募又

は売出し、株式の譲受け又は譲渡及び第三者割当等

（募集株式（会社法第 199 条第１項に規定する募集

株式をいう。以下同じ。）の割当ての方法のうち、

株主割当て以外の方法をいう。）による募集株式の
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割当て等については、本所が定める規則によるもの

とする。 

 

（取引所規則の遵守に関する確認書等） 

第６条の４ 株券の上場を申請する新規上場申請者

は、本所が当該有価証券の上場を承認した場合に

は、次の各号に定める書類を提出し、第２号に掲げ

る書類を上場前及び上場後において本所が公衆の

縦覧に供することに同意するものとする。 

 

11.の３ 第６条の４（取引所規則の遵守に関する確認

書等）関係 

 

 

 

(1) 本所所定の「取引所規則の遵守に関する確認

書」 

(1) 第２号に規定する書面には、新規上場申請者

の代表者による署名を要するものとする。 

(2) 第３条第２項第４号に規定する「上場申請の

ための有価証券報告書」（本所が定める部分に限

る。）及び同条第６項各号に規定する「上場申請

のための四半期報告書」に不実の記載がないと当

該新規上場申請者の代表者が認識している旨及

びその理由を記載した書面 

(2) 第２号に規定する「本所が定める部分」とは、

「上場申請のための有価証券報告書」のうちⅠの

部をいうものとする。 

(3) 第２号に規定する「理由」の記載に当たって

は同号に規定する書類の作成に関して新規上場

申請者の代表者が確認した内容を記載するもの

とする。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書） 

第６条の５ 株券の上場を申請する新規上場申請者

は、本所が当該株券の上場を承認した場合には、当

該新規上場申請者のコーポレート・ガバナンスに関

する事項について記載した報告書を提出し、当該報

告書（その内容を記載した資料を含む。）を上場前

及び上場後において本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

 

 

11.の４ 第６条の５（コーポレート・ガバナンスに関

する報告書）関係 

第６条の５に規定する「コーポレート・ガバナン

スに関する事項」とは、次の(1)から(7)までに掲げ

る事項をいうものとする。 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な

考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場

申請者に関する基本情報（支配株主を有する場合

は、当該支配株主との取引等を行う際における少

数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場子

会社を有する場合は、グループ経営に関する考え

方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義

及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保

に関する方策を含む。） 

(2) 「コーポレートガバナンス・コード」に関す

る事項（企業行動規範に関する規則第５条の３に

規定する基本原則を実施しない理由を含む。） 

(3) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営

管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制

の状況及び当該体制を選択している理由 

(4) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施

状況 

(5) 内部統制システムに関する基本的な考え方及

びその整備状況（反社会的勢力排除に向けた体制

整備に関する内容を含む。） 



上場規程 ３２ 

(6) 独立役員（企業行動規範に関する規則第５条

の２に規定する独立役員をいう。以下同じ。）の

確保の状況（独立役員として指定する者が、次の

ａからｊまでのいずれかに該当する場合は、その

旨及びその概要を含む。） 

ａ 過去に当該会社又はその子会社の業務執行

者（会社法施行規則（平成18年法務省令第12

号）第２条第３項第６号に規定する業務執行者

をいう。以下同じ。）であった者（社外監査役

を独立役員として指定する場合にあっては、業

務執行者でない取締役であった者又は会計参

与であった者を含む。） 

ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執行者であ

った者（業務執行者でない取締役であった者を

含み、社外監査役を独立役員として指定する場

合にあっては、監査役であった者を含む。） 

ｃ 過去に当該会社の兄弟会社（当該会社と同一

の親会社を有する他の会社をいう。）の業務執

行者であった者 

ｄ 過去に当該会社を主要な取引先とする者の

業務執行者であった者又は当該会社の主要な

取引先の業務執行者であった者 

ｅ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭そ

の他の財産を得ているコンサルタント、会計専

門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であ

るものに限る。）に過去に所属していた者 

ｆ 当該会社の主要株主（法第 163 条第１項に規

定する主要株主をいい、当該主要株主が法人で

ある場合には、当該法人の業務執行者等（業務

執行者又は過去に業務執行者であった者をい

う。）をいう。以下同じ。） 

ｇ ａから前ｆまでに掲げる者（重要でない者

を除く。）の近親者（二親等内の親族をいう。） 

ｈ 当該会社の取引先又はその出身者（業務執

行者又は過去10年内のいずれかの時において

業務執行者であった者をいう。以下同じ。） 

ｉ 当該会社の出身者が他の会社の社外役員で

ある場合の当該他の会社の出身者 

ｊ 当該会社から寄付を受けている者（当該 

寄付を受けている者が法人、組合等の団体であ

る場合は、出身者又はそれに相当する者をい

う。） 

(7) その他本所が必要と認める事項 

（上場契約） 

第７条 本所が有価証券を上場する場合には、当該上
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場申請に係る有価証券（上場有価証券の発行者が発

行者であるものを除く。）の発行者は、本所所定の

上場契約書を提出するものとする。 

２ 前項による上場契約は、当該有価証券の上場日に

その効力を生ずるものとする。 

３ 本所は、当該有価証券の上場日にその銘柄等の所

要事項を上場有価証券原簿に記載する。 

 

12. 第７条（上場契約）第３項関係 

上場有価証券原簿には、次に掲げる事項を記載す

る。 

有価証券の銘柄、数量、種類、単元株式数を定め

る場合は当該単元株式数、アンビシャス上場銘柄で

ある場合にはその旨及び上場年月日及び当該有価

証券が株券である場合にはその発行者の資本金の

額 

４ その発行する株券が株券上場廃止基準第２条第

１項第 18 号（同基準第２条の２第１項第３号の規

定による場合を含む。）に該当して上場廃止となり、

かつ、当該株券と引換えに交付される株券が第９条

の２の適用を受けて上場される発行者は、当該上場

廃止以後当該引換えに交付される株券が上場され

るまでの間、上場株券の発行者とみなす。 

 

 

第３章 新株券等の上場および上場有価証券の変更

上場 

（新株券等の上場申請手続） 

第８条 上場会社が発行者である株券又は新株予約

権証券で本所が上場していないものの上場を申請

する場合には、当該上場会社は、次の各号に掲げる

事項を記載した本所所定の有価証券上場申請書を

提出するものとする。 

(1) 上場申請に係る株券又は新株予約権証券の銘

柄、種類、発行数及び単元株式数を定める場合に

は当該単元株式数 

(2) 上場申請に係る株券又は新株予約権証券の募

集又は売出しの条件に関する事項 

 

 

 

 

 

(3) 上場申請に係る株券又は新株予約権証券の所

有者別及び所有数別の分布状況 

 

(4) 上場申請に係る株券又は新株予約権証券が、

株券上場廃止基準第２条第１項第 18 号（同基準

第２条の２第１項第３号の規定による場合を含

む。）に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに

交付される株券である場合には、当該株券の内容

に関する事項 

 

２ 本所は、前項（その特例を含む｡）の規定により

上場申請のあった上場会社がアンビシャスに係る

上場制度に基づき上場する株券又は新株予約権証
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券（以下「アンビシャス上場銘柄」という｡）の発

行者である場合は、当該上場申請はアンビシャスへ

の上場申請とみなす。 

３ 上場会社は、新たに上場株券と同一の種類の株券

を発行する場合には、原則として、その発行に先立

ちその都度前項の有価証券上場申請書を提出する

ことにより、その上場を申請するものとする。この

場合における上場申請の取扱いは本所が定める。た

だし、第１項各号に規定する事項が、上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第

２条の規定に基づく会社情報の開示又は同規則第

５条の規定により本所に提出した書類に含まれて

いる場合は、当該開示又は提出をもってその上場を

申請したものとみなす。 

13. 第８条（新株券等の上場申請）第３項関係 

上場会社は、他の種類の株式への転換が行われる

株式を発行した場合又は新株予約権を発行した場

合には、あらかじめ当該他の種類の株式への転換が

行われる株式の転換によって発行することとなる

株券の数又は新株予約権の行使によって発行する

こととなる株券の数について、一括して上場申請を

行うものとし、本所は、当該上場申請に係る株券を、

その発行数を確認する前においても、上場すること

ができる。 

４ 本所は、第１項の上場申請により、株券又は新株

予約権証券を上場する場合には、その上場日に、上

場有価証券原簿に当該申請に係る銘柄について記

載事項を変更又は新たに記載するものとする。 

 

 

（同一種類の新株券の上場） 

第９条 前条の規定により上場申請のあった株券が、

上場会社が新たに発行する株券であって上場株券

と同一の種類である場合には、原則として上場を承

認するものとし、その上場の取扱いは次の各号に定

めるところによる。 

 (1) 上場会社が有償株主割当てにより新たに発行

する株券のうち本所が定めるものは、本所が定め

るところにより発行日決済取引により上場する。 

  

 

 

14. 第９条（同一種類の新株券等の上場）関係 

(1) 第１号に規定する「本所が定めるもの」とは、

有償株主割当てにより新たに発行される株券で

あって、次のａからｃまでに掲げる条件に適合し

ているものをいう。 

ａ 法第４条第１項の規定による届出を要する

場合には、その効力が生じていること又は法第

23 条の３第１項の規定による発行登録が行わ

れている場合には、その効力が生じており、か

つ、発行登録追補書類が内閣総理大臣等に提出

されていること（法第 23 条の８第１項ただし

書の規定の適用を受ける場合を除く。）。 

ｂ 株式数が 1,000 単位以上であること。 

ｃ 上場後の分布状況等が著しく悪いと認めら

れないこと。 

(2) 上場会社が新たに発行する株券であって上場

株券と権利関係を異にするものが、本所が定める

基準に適合するときは、その発行された時に上場

株券に追加して上場する。 

 

(2) 第２号に規定する「本所が定める基準」とは、

次のａからｃまでのいずれにも適合することを

いう。ただし、他の種類の株式への転換が行われ

る株式の転換請求期間中又は新株予約権の行使

期間中に割当日（基準日）が到来するものについ

ては、ａに適合することを要しない。 

ａ 株式数が 2,000 単位以上であること。 

ｂ 上場後の分布状況等が著しく悪いと認めら

れないこと。 

ｃ 上場株券等と権利関係が同一となると見込
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まれること。 

 (3) 上場会社が新たに発行する株券であって上場

株券と権利関係を異にするものが、前号の規定に

より上場されない場合には、その権利関係が同一

となった時に、上場株券に追加して上場する。 

 (4) 前３号に定めるところによるほか、上場会社

が新たに発行する株券は、原則としてその発行さ

れた時に、上場株券に追加して上場する。 

 

 

（全部取得条項付種類株式等と引換えに交付される

株券の上場） 

第９条の２ 前条の規定にかかわらず、第８条の規定

により上場申請のあった株券が、株券上場廃止基準

第２条第１項第 18 号（同第２条の２第１項第３号

の規定による場合を含む。）に該当して上場廃止と

なる銘柄と引換えに交付されるものである場合に

は、株券上場審査基準第４条第１項第８号から第 11

号までに適合する見込みがあり、かつ、株券上場廃

止基準第２条第１項第 17 号に規定する「株主の権

利内容及びその行使が不当に制限されていると本

所が認めた場合」並びに同条同項第 19 号及び第 20

号に該当しないこととなる見込みがあるときに上

場を承認するものとする。 

 

 

（新株予約権証券の上場） 

第９条の３ 第８条の規定により上場申請のあった

新株予約権証券が、上場株券を目的とするものであ

る場合には、次の各号に定める基準に適合するとき

に上場を承認するものとする。 

(1) 上場申請のあった新株予約権証券が本所が定

める基準に適合するものであること。 

(2) 新株予約権証券の発行者である上場会社にお

いて次のａ又はｂのいずれかの手続きが実施さ

れていること（当該上場会社が当該新株予約権証

券に関して法第２条第６項第３号に規定する契

約を締結している場合（以下「コミットメント型

の場合」という。）を除く。）。 

ａ 会員による増資の合理性に係る審査 

ｂ 株主総会決議などによる株主の意思確認 

(3) 新株予約権証券の発行者である上場会社の経

営成績及び財政状態が、次のａ及びｂのいずれに

も該当していないこと（コミットメント型の場合

を除く。）。 

ａ 最近２年間（「最近」の計算は、上場申請日

の直前事業年度の末日を起算日としてさかの

 

14.の２ 第９条の３（新株予約権証券の上場）関係 

(1) 第１項第１号に規定する本所が定める基準と

は、次の a から e に定める基準のいずれにも適合

していることとする。 

ａ 新株予約権無償割当てにより発行されるも

のであること。 

ｂ 行使期間満了の日が割当てに係る基準日等

（会社法の規定により設けられた基準日及び

振替法第 151 条第１項又は同条第８項の規定

（同法第 235 条において準用する場合を含

む。）に基づき同法第２条第２項に規定する振

替機関が総株主通知を行った場合におけるそ

の基準となる日をいう。）後２か月以内に到来

するものであること。 

ｃ 上場後の分布状況等が著しく悪いと認めら

れないこと。 

ｄ 新株予約権証券の数が 1,000 単位以上であ

ること。 

ｅ 新株予約権が指定振替機関の振替業におけ

る取扱いの対象であること又は上場の時まで
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ぼる。）において利益の額が正である事業年度

がないこと。 

ｂ 上場申請日の直前事業年度又は直前四半期

会計期間の末日において債務超過であること。 

(4) 公益又は投資者保護の観点から、その上場が

適当でないと認められるものでないこと。 

２ 前項の規定により新株予約権証券が上場される

こととなる場合には、当該上場申請を行った者は、

本所が定める確約書を提出するものとする。 

 

に取扱いの対象となる見込みのあること。 

(2) 上場会社は、第１項第２号に規定する手続き

が実施されている場合には、次のａ及びｂに掲げ

る場合の区分に従い、当該ａ又はｂに定める書面

を提出するものとする。 

ａ 第１項第２号ａに規定する手続きが実施さ

れている場合 

  会員が作成した本所所定の「増資の合理性に

係る審査結果を記載した書面」 

ｂ 第１項第２号ｂに規定する手続きが実施さ

れている場合 

本所所定の「株主の意思確認の結果について

記載した書面」 

(3) 株券上場審査基準の取扱い２．(6)ａから f ま

で及びｈの規定は、第１項第３号ａに規定する利

益の額について準用する。 

(4) 第１項第３号ｂに規定する債務超過の取扱い

は、ａ及びｂに定めるところによる。 

ａ 第１項第３号ｂに規定する債務超過とは、連

結貸借対照表又は四半期連結貸借対照表（比較

情報（財務諸表等規則第６条、連結財務諸表規

則第８条の３、四半期財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則（平成 19 年内閣府

令第 63 号）（以下「四半期財務諸表等規則」と

いう。）第４条の３、四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則（平成 19

年内閣府令第 64 号）（以下「四半期連結財務諸

表規則」という。）第５条の３、中間財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和 52 年大蔵省令第 38 号）第３条の２及び中間

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（平成 11 年大蔵省令第 24 号）第４条の

２に規定する比較情報をいう。以下同じ。）を

除く。以下この(4)において同じ。）に基づいて

算定される純資産の額（連結財務諸表規則又は

四半期連結財務諸表規則の規定により作成さ

れた連結貸借対照表又は四半期連結貸借対照

表の純資産の部の合計額に、連結財務諸表規則

第 45 条の２第１項又は四半期連結財務諸表規

則第 60 条第１項に規定する準備金等を加えて

得た額から、当該純資産の部に掲記される非支

配株主持分を控除して得た額をいう。以下この

(4)において同じ。）が負である場合をいい、上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は貸借対照表又は四半期貸借対照表（比



上場規程 ３７ 

較情報を除く。以下この(4)において同じ。）に

基づいて算定される純資産の額（財務諸表等規

則又は四半期財務諸表等規則の規定により作

成された貸借対照表又は四半期貸借対照表の

純資産の部の合計額に、財務諸表等規則第 54

条の３第１項又は四半期財務諸表等規則第 53

条第１項に規定する準備金等を加えて得た額

をいう。以下この(4)において同じ。）が負であ

る場合をいう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任

意適用会社である場合又は連結財務諸表規則

第 94条若しくは同規則第 95条の規定の適用を

受ける場合は、当該連結貸借対照表又は当該四

半期連結貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は当該貸借対照表又は当該

四半期貸借対照表に基づいて算定される純資

産の額）に相当する額（会計基準の差異による

影響額（本所が必要と認めるものに限る。）を

除外した額をいう。）が負である場合をいう。 

ｂ 第１項第３号ｂにおいて、純資産が、公認会

計士又は監査法人の監査意見により影響を受

ける場合には、正当な理由に基づく企業会計の

基準の変更によるものと認められている場合

を除き、当該監査意見に基づいて修正したのち

の純資産を審査対象とする。 

(5) 第１項第４号に定める事項についての上場審

査は、次の a からｃまでに掲げる観点その他の観

点から検討することにより行う。 

a 次の(a)から(e)までに該当しないこと（コミ

ットメント型の場合を除く。）。 

(a) 新株予約権証券の発行者である上場会社

の上場株券が、株券上場廃止基準第３条の４

第１項の規定により監理銘柄に指定されて

いる場合又は同条第２項の規定により整理

銘柄に指定されている場合 

(b) 新株予約権証券の発行者である上場会社

の上場株券が、次のイからヌまでのいずれか

に該当する場合 

イ 株券上場廃止基準第２条第１項第２号

ａ(a)又は(b)に定める期間内にある場合 

ロ 株券上場廃止基準第２条第１項第２号

ｂに定める期間内にある場合 

ハ 株券上場廃止基準第２条第１項第３号

に定める期間内にある場合（第２条の２第

１項第３号の規定による場合を含む。） 
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二 株券上場廃止基準第２条第１項第４号

に定める期間内にある場合 

ホ 株券上場廃止基準第２条第１項第５号

の２に定める期間内にある場合（第２条の

２第１項第３号の規定による場合を含

む。） 

へ 株券上場廃止基準第２条第１項第９号

ａ又はｂに定める期間内にある場合（第２

条の２第１項第３号の規定による場合を

含む。） 

ト 株券上場廃止基準第２条の２第１項第

１号ａ(a)又は(b)に定める期間内にある

場合 

チ 株券上場廃止基準第２条の２第１項第

１号ｂに定める期間内にある場合の規定

による場合を含む。） 

リ 株券上場廃止基準第２条の２第１項第

２号に定める期間内にある場合 

ヌ 株券上場廃止基準第３条の５の規定に

より 特設注意市場銘柄に指定されてい

る場合 

(c) 新株予約権証券が、第１項第２号ｂに規

定する手続きを経て発行される場合におい

て、次のイ又はロに掲げる場合その他の新株

予約権証券の発行者である上場会社の主要

株主である取締役又は支配株主による濫用

的な意思確認手続きが行われたと認められ

るとき。 

イ 新株予約権証券の権利行使に伴い上場

会社が調達する資金の使途に関して、特別

の利益を有していると認められる主要株

主である取締役又は支配株主を除く株主

（意思表示を行った者に限る。）の過半数

の同意を得られていないとき。 

ロ 割当てを受ける新株予約権証券の権利

行使を行うことで持株比率を維持する意

向を示していない主要株主である取締役

又は支配株主を除く株主（意思表示を行っ

た者に限る。）の過半数の同意を得られて

いないとき。 

(d) 新株予約権証券の発行者である上場会社

の経営成績及び財政状態が、第１項第３号ａ

又はｂのいずれかに該当した場合と実質的

に同視できると認められる場合 

(e) その他(a)から前(d)までに規定するもの
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に準ずる状態と認められる場合 

ｂ 新株予約権証券の権利行使の制限を行う場

合においては、当該制限を行う必要性及び相当

性が認められること。 

ｃ その他公益又は投資者保護の観点から適当

と認められること。 

(6) 新株予約権証券の上場期間は、行使期間の初

日以後の日であって本所が定める日から、当該新

株予約権の行使期間満了の日前の日であって本

所が定める日までとする。 

 

（上場有価証券の変更上場申請手続） 

第 10 条 第８条に規定する場合のほか、上場有価証

券の発行者が、当該上場有価証券の銘柄、数量若し

くは種類を変更しようとするとき又は単元株式数

を設定若しくは変更しようとするときは、その変更

等に先立ちその都度本所所定の有価証券変更上場

申請書を提出することにより、その変更等を申請す

るものとする。ただし、当該有価証券変更上場申請

書に記載すべき事項が、上場有価証券の発行者の会

社情報の適時開示等に関する規則第２条の規定に

基づく会社情報の開示又は同規則第５条の規定に

より本所に提出した書類に含まれている場合は、当

該開示又は提出をもって当該変更等を申請したも

のとみなす。 

２ 本所は、前項の規定により変更上場を行う場合に

は、その変更上場日に、上場有価証券原簿の記載事

項を変更する。 

 

 

15. 第 10 条（上場有価証券の変更上場申請手続）関

係 

(1) 本所は、上場会社が所有する自己株式につい

て、自己株式消却決議を行っている場合で、当該

自己株式消却決議に基づき消却された株式数に

ついての当該上場会社からの通知を受け本所が

確認したときには、当該上場会社の上場株式数を

減少させる変更上場の手続を行うものとする。 

(2) 本所は、株式若しくは新株予約権の転換又は

新株予約権の行使により発行される株券を、その

発行株式数を確認する前においても、上場するこ

とができる。 

 

第４章 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等 

（上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等） 

第 11 条 上場有価証券の発行者は、別添「上場有価

証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則」に定めるところにより、上場有価証券の発行者

及び上場有価証券に関する投資者の投資判断に影

響を及ぼす情報（以下「会社情報」という。）の適

時開示等を行うものとする。 

 

 

（第三者割当等により割当てられた募集株式の譲渡

の報告等に関する取扱い） 

第 11 条の２ 上場会社が行う第三者割当等により割

り当てられた募集株式の譲渡の報告等については、

本所が定める規則によるものとする。 
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第４章の２ 企業行動規範等 

（企業行動規範等） 

第 11 条の３ 上場会社は、別添「企業行動規範に関

する規則」及び「コーポレートガバナンス・コ

ード」に定めるところにより、適切な企業行動等を

行うものとする。 

 

 

第４章の３ 上場市場の変更等 

（上場市場の変更） 

第 11 条の４ 上場有価証券のアンビシャスからの上

場市場の変更（アンビシャス上場銘柄をアンビシャ

スに係る上場制度以外の上場制度に基づき上場す

る有価証券とすることをいう。以下同じ。）は、上

場有価証券の発行者からの申請により行うものと

する。 

２ アンビシャスからの上場市場の変更を申請する

者（以下「上場市場変更申請者」という。）は、当

該上場市場変更申請者が発行者であるすべての上

場有価証券について上場市場の変更申請を行うも

のとする 

３ 上場市場変更申請者は、本所所定の「上場市場変

更申請書」及び「上場市場の変更申請に係る宣誓書」

を提出するものとする。 

 

 

16. 第 11 条の４（上場市場の変更）関係 

 

４ 前項に規定する「上場市場の変更申請書」には、

上場市場変更申請者の属する企業集団及びその経

理の状況その他事業の内容に関する重要な事項等

を記載した「上場市場の変更申請のための有価証券

報告書」その他の本所が定める書類を添付するもの

とする。 

 

(1) 第４項に規定する「上場市場の変更のための

有価証券報告書」は、直前事業年度の有価証券報

告書をもって代用することができるものとする。 

(2) 第４項に規定する「本所が定める書類」とは

第３条第２項第１号、第６号、２(4)ｂ、２(4)

ｃの２、２(4)ｊに掲げる書類及び本所が上場市

場の変更審査のため適当と認める書類をいうも

のとする。 

 

５ 本所は、上場市場の変更審査のため必要と認める

ときには、上場市場変更申請者に対し前各項に規定

する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提

出その他上場市場の変更審査に対する協力を求め

ることができるものとする。 

 

 

（上場市場の変更審査料） 

第 11 条の５ 上場市場変更申請者は、本所が定める

金額の上場市場の変更審査料を、上場市場の変更申

請日が属する月の翌月末までに納入するものとす

る。ただし、上場市場変更申請者が上場日の属する

事業年度の末日から起算して３年以内に上場市場

の変更申請を行う場合には、上場市場の変更審査料

 

17. 第 11 条の５（上場市場の変更審査料）関係 

(1) 第 11 条の５に規定する「本所が定める金額」

は 100 万円とする。 

(2) 上場市場の変更審査料は、消費税及び地方消

費税額を加算して納入するものとする。 
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を支払うことを要しない。 

(上場市場の変更審査) 

第 11 条の６ 株券の上場市場の変更審査は、別添「株

券上場審査基準」によるものとする。 

２ 前項の審査により上場市場の変更申請に係る株

券の上場市場の変更が適当と認めた場合には、本所

は、当該発行者が発行者であるすべての上場有価証

券につき上場市場の変更を行う。 

３ 本所は、前項の規定により上場市場を変更する場

合には、その変更日に、上場有価証券原簿の記載事

項を変更する。 

 

 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更） 

第 11 条の７ 前３条の規定にかかわらず、アンビシ

ャスの上場会社が上場会社（アンビシャスの上場会

社を除く。）の吸収合併又はこれに類するものとし

て本所が定める行為を行った場合で、当該アンビシ

ャスの上場会社が実質的な存続会社でないと本所

が認めたときは、本所が定める日に、当該上場会社

が発行者であるすべての上場有価証券について、ア

ンビシャスから本則市場への上場市場の変更を行

うものとする。 

２ 上場会社（アンビシャスの上場会社を除く。）が

アンビシャスの上場会社の吸収合併又はこれに類

するものとして本所が定める行為を行った場合で、

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が

認めたときは、本所が定める日（当該上場会社が吸

収合併等の場合の上場市場の変更に係る審査を希

望する場合には、３年以内に本所が定める基準に適

合しないとき）に、当該上場会社が発行者であるす

べての上場有価証券について、本則市場からアンビ

シャスへの上場市場の変更を行うものとする。 

３ 会社が株券上場審査基準第４条第２項の適用を

受けて上場した場合（新設合併、株式移転又は新設

分割をする場合において、一の当事者が本則市場の

上場会社であり、一の当事者がアンビシャスの上場

会社であって、かつ、本則市場の上場会社が実質的

な存続会社でないと本所が認める場合に限る。）に

おいて、３年以内に本所が定める基準に適合しない

ときは、当該会社が発行者であるすべての上場有価

証券について、本則市場からアンビシャスへの上場

市場の変更を行うものとする。 

４ 前条第３項の規定は、前３項の場合に準用する。 

 

18. 第 11 条の７（吸収合併等の場合の上場市場の変

更）関係 

(1) 第１項に規定する本所が定める行為とは、株

券上場廃止基準の取扱い 1.(9)ａに定める行為を

いう。この場合において、同ａ中「非上場会社」

とあるのは「本則市場の上場会社」と読み替える。 

(2) 第２項に規定する本所が定める行為とは、株

券上場廃止基準の取扱い 1.(9)ａに定める行為を

いう。この場合において、同ａ中「非上場会社」

とあるのは「アンビシャスの上場会社」と読み替

える。 

(3) 第１項及び第２項に規定する「実質的な存続

会社でない」かどうかの審査は、株券上場廃止基

準第２条第１項第９号に規定する「実質的な存続

会社でない」かどうかの審査に準じて行うものと

する。 

(4) 第２項又は第３項に規定する３年以内とは、

上場会社がこれらの規定に掲げる場合に該当し

た日以後最初に終了する事業年度の末日の翌日

から起算して３年を経過する日（当該３年を経過

する日が当該上場会社の事業年度の末日に当た

らない場合は、当該３年を経過する日の直前に終

了する事業年度の末日）までの期間（以下「猶予

期間」という。）をいうものとする。 

(5) 第２項及び第３項に規定する本所が定めた基

準とは、株券上場審査基準第２条第 1 項各号及び

株券上場審査基準第４条第１項各号に準じた基

準をいうものとする。 

(6) 上場会社が第 11 条の８第１項の申請を行う

ことができる期限は、猶予期間が終了した後最初

の有価証券報告書の提出日から起算して８日目

（休業日を除外する。）の日とする。 
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(7) 上場会社は第 11 条の８第１項に規定する審

査を申請するときは、審査料として 100 万円を、

当該申請日が属する月の翌月末日までに支払う

ものとする。 

(8) 上場会社は、(7)に定める審査料については、

消費税額及び地方消費税額を加算して納入する

ものとする。 

 

（吸収合併等の場合の市場変更に係る審査の申請） 

第 11 条の８ 本所は、前条第２項又は第３項に規定

する本所が定める基準に適合しないかどうかの審

査は、上場会社からの申請に基づき行うものとし、

当該申請が行われなかった場合（当該申請が行われ

ないことが明らかな場合を含む。）は、前条第２項

又は第３項にそれぞれ該当したものとみなす。 

２ 前項の申請を行う場合は、当該上場会社は、幹事

会員が作成した本所所定の「確認書」を提出するも

のとする。 

３ 本所は、第１項の審査のため必要と認めるときに

は、上場会社に対し参考となるべき報告又は資料の

提出その他当該審査に対する協力を求めることが

できるものとする。 

 

 

（上場市場の変更の特例） 

第 11 条の９ 上場市場の変更の申請（第 11 条の４第

１項に規定する申請をいう。以下この条において同

じ。）に基づき当該上場市場の変更の承認を受けた

上場会社が、当該上場市場の変更申請に係る宣誓書

（第 11 条の４第３項の規定により提出した宣誓書

をいう。以下この条において同じ。）において宣誓

した事項について違反を行った場合であって、次の

各号のいずれかに該当するときは、本所は、当該宣

誓書の提出時点で当該上場会社が上場していた市

場への上場市場の変更を行う。 

 (1) 特設注意市場銘柄の指定 

   本所が、当該違反に起因して、当該上場会社が

発行者である上場株券を、株券上場廃止基準第３

条の５第１項各号の規定により特設注意市場銘

柄に指定する場合 

 

18.の２ 第 11 条の９（上場市場変更の特例）関係 

 

 (2) 改善報告書の提出 

   本所が、当該違反に起因して、当該上場会社に

対して、上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則第 14 条第１項各号の規定に

より改善報告書の提出を求める場合。ただし、本

 (1) 第１項第２号に規定する本所が適当と認める

場合とは、株券上場審査基準第７条において準用

する同基準第４条第１項（第２号の２及び第９号

の２を除く）に適合していた場合をいう。 
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所が適当と認める場合を除く。 

２ 前項による、上場市場の変更の時期及びその取扱

いは、本所の定めるところによる。 

 (2) 第２項に規定する市場変更の時期は、本所が

上場株券の市場変更を決定した日の翌日から起算

して１か月を経過した日とする。 

  

第５章 上場有価証券の上場廃止 

（上場廃止申請） 

第 12 条 上場有価証券の発行者が、その上場廃止を

申請しようとするときは、本所所定の有価証券上場

廃止申請書を提出するものとする。 

 

 

（申請によらない上場廃止） 

第 13 条 上場会社の申請によらない上場株券の上場

廃止を行う場合には、別添「株券上場廃止基準」に

よるものとする。 

２ 上場会社は、株券上場廃止基準第３条の２第１項

及び第２項に規定する審査を申請するときは、本所

が定める金額の審査料を当該申請日に納入するも

のとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、上場会社が株券上場廃

止基準第３条の２第１項に規定する審査を申請す

る際に、再建計画（同基準第２条第１項第７号後段

に規定する「本所が適当と認める再建計画」をいう。

第 17 条において同じ。）の期間等を記載した本所所

定の「上場手数料等の免除申請書」を提出する場合

には、当該審査料を納入することを要しない。 

 

 

19. 第 13 条（申請によらない上場廃止）関係 

 

 

第２項に規定する「本所が定める金額」は、株券

上場廃止基準第３条の２第１項に規定する審査を

行う場合にあっては 50 万円、同第２項に規定する

審査を行う場合にあっては 100 万円とし、消費税及

び地方消費税を加算して納入するものとする。 

 

（原簿まつ消） 

第 14 条 本所が上場有価証券の上場を廃止するとき

は、その上場廃止日に上場有価証券原簿の記載事項

をまつ消する。 

 

第６章 上場有価証券の売買の停止及び停止解除 

（売買停止及び停止解除） 

第 15 条 本所が上場有価証券の売買の停止又は停止

解除をしたときは、これを当該上場有価証券の発行

者に通知する。 

 

 

第７章 上場手数料及び年賦課金等 

(上場手数料及び年賦課金等) 

第 16 条 新規上場申請者及び上場有価証券の発行者

は、別表に定める上場手数料、年賦課金及びＴＤｎ

ｅｔ利用料を納入するものとする。 

２ 前項に規定する上場手数料、年賦課金及びＴＤｎ

ｅｔ利用料のほか、本所は、本所が定める上場管理

 

20．第 16 条（上場手数料及び年賦課金等）関係 

 (1) 第 16 条第２項に規定する本所が定める上場

管理料は、次のａからｃに掲げる区分に従い、

ａからｃに定める金額とする。 

  ａ 上場有価証券の発行者が監理銘柄及び整理

銘柄に関する規則第３条第１号ａに規定する
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料を請求することができるものとする。 

 

 

監理銘柄（審査中）に指定された場合 

100 万円 

  ｂ 特設注意市場銘柄に指定された銘柄の発行

者が株券上場廃止基準第３条の５第２項の規

定に基づき内部管理体制確認書を提出した場

合 

100 万円 

  ｃ 上場有価証券の発行者が上場有価証券の発

行者の適時開示等に関する規則第 14 条の２に

規定する改善状況報告書を提出した場合 

50 万円 

 (2) 第２項に規定する「上場管理料」は、本所が

指定する日までに納入するものとする。 

 

（再建中の会社に対する上場手数料等の免除） 

第 17 条 前条の規定にかかわらず、上場会社が株券

上場廃止基準第３条の２第１項に規定する審査を

申請した場合で、第 13 条第３項に規定する「上場

手数料等の免除申請書」を提出した場合には、再建

計画の開示日以降３年間（再建計画の期間内に限

る。）に到来する納入期において、上場手数料、年

賦課金及び上場管理料を免除するものとする。 

 

 

（電磁的記録による書類等の提出） 

第 18 条 新規上場申請者又は本所の上場有価証券の

発行者が本所の規則に基づき行うべき書類等の提

出については、当該書類等の内容を記録した電磁的

記録の提出によりこれを行うことができるものと

する。ただし、本所が書面による提出が必要と認め

る書類等については、この限りではない。 

２ 前項の規定に基づき電磁的記録を提出した場合

における本所の規則の適用については、文書をもっ

て同項の書類等の提出を行ったものとみなすほか、

本所の規則の適用においては、電磁的記録は当該電

磁的記録に相当する文書と、当該電磁的記録に記録

された事項は当該文書に記載された事項と、それぞ

れみなすものとする。 

 

 

（全部取得に伴い上場した株券に係る審査上の取扱

い） 

第 19 条 第９条の２の規定の適用を受けて上場した

株券に係る上場市場の変更及び上場廃止の審査に

おいて本所が適当と認めるときは、当該株券を当該

株券と引換えに上場廃止となった株券と同一銘柄

であるものとみなして、これらの審査を行うものと
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する。 

 

（有価証券の上場に関する必要事項の決定） 

第 20 条 本所は、この規程に定める事項のほか、有

価証券の上場、上場有価証券の発行者の適時開示、

上場廃止その他上場有価証券に関して必要がある

場合には、所要の取扱いについて規則により定める

ことができる。 

 

 

（テクニカル上場時の引継ぎ） 

第 21 条 上場会社が株券上場審査基準第４条第２項

各号（アンビシャスの上場会社にあっては、同第６

条第２項各号をいう。）の規定の適用を受けて上場

した会社である場合における当該上場会社（当該上

場会社が発行者である上場株券等を含む。以下この

条において同じ。）に対する本所が定める規定の適

用については、当該上場会社を株券上場審査基準第

４条第２項各号（アンビシャスの上場会社にあって

は、同第６条第２項各号をいう。）の適用に伴い上

場廃止となった会社（当該会社が発行者である株券

等を含む。）と同一のものとみなして、これを取り

扱うものとする。ただし、本所が適当でないと認め

る場合は、この限りでない。 

 

 

21. 第 21 条(テクニカル上場時の引継ぎ）関係 

第 21 条に規定する本所が定める規定とは、次の

各号に掲げるものをいう。 

(1) 株券上場廃止基準第３条の５、上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

第 14条から第 15条まで及び第三者割当等により

割り当てられた株式の譲渡の報告等に関する規

則第４条 

(2) 株券上場廃止基準第２条第１項第９号（第２

条の２第１項第３号において読み替える場合を

含む。） 

 (3) 株券上場廃止基準第２条第１項第９号の２

（第２条の２第１項第３号において読み替える

場合を含む。） 

 (4) 株券上場廃止基準の取扱い 1.(12)ａからｃま

で 

 (5) 株券上場廃止基準第２条第１項第５号の２

（第２条の２第１項第３号において読み替える

場合を含む。） 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この改正規定は、平成 13 年 10 月１日から施

行する。 

（自己株式に係る経過措置） 

第２条 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず、

商法等の一部を改正する等の法律（平成 13 年法律

第 79 号。）附則第２条又は第 24 条の規定において

なお従前の例によるとされた自己株式に係る決議

については、なお従前の例により取り扱うものとす

る。 

 

 

付 則 

１ この改正規定は、平成 13 年 10 月１日から施行す

る。 

２ 商法等改正法による改正前の商法（以下「旧商法」

という。）第 212 条の２第１項又は商法等改正法の

規定によりなお効力を有する株式の消却の手続に

関する商法の特例に関する法律（平成９年法律第

55 号。以下「旧消却特例法」という。）第３条第１

項の規定の適用を受けて自己株式の取得を行う新

規上場申請者は、旧商法第 212 条の２第１項又は旧

消却特例法第３条第１項の規定により取得し、所有

する自己株式の数及び上場申請日の直前の決算期

に関する定時株主総会において旧商法第 212 条の

２第１項の規定による決議があった場合又は当該

定時株主総会後に旧消却特例法第３条第１項の規
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定による取締役会の決議があった場合の当該決議

に係る株式数（当該決議に基づき取得した株式数を

除く。）を、有価証券上場規程に関する取扱い要領

1.の２(3)の規定に準じて有価証券上場申請書に記

載するものとする。 

３ 改正後の 15.(1)の規定にかかわらず、商法等の

一部を改正する等の法律（平成 13 年法律第 79 号。）

附則第２条又は第 24 条の規定によりなお従前の例

によるとされた自己株式については、なお従前の例

により取り扱うものとする。 

 

 

 

付 則（平成 14.4.1）抄 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成 13 年法律第

128 号。以下この付則において「商法等改正法」と

いう。）附則第６条第１項の規定によりなお従前の

例によるとされた新株引受権は、新株予約権とみな

して、改正後の規定を適用する。 

３ 商法等改正法附則第７条第１項の規定によりな

お従前の例によるとされた転換社債又は新株引受

権付社債は、新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

４ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等

改正法による改正前の商法第 341 条の 13 第１項の

規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約

権証券とみなして、改正後の規定を適用する。 

 

 付 則 

この改正規定は、平成 15 年１月１日から施行し、

同日以後に上場申請を行う新規上場申請者から適

用する。ただし、2.(2)ｄの２の改正規定は、私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一

部を改正する法律（平成 14 年法律第 47 号）の施行

の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 

この改正規定は、平成 15 年４月１日から施行し、

平成 15 年３月１日以後終了する事業年度及び連結

会計年度に係る監査概要書について適用し、平成

15 年３月１日前に終了する事業年度及び連結会計

年度に係るものについては、なお従前の例による。 

 

 付 則（平成 15.5.8）抄 

２ 上場会社が、この規程の施行日前に再建計画（株

券上場廃止基準第２条第７号に規定する「本所が適

当と認める再建計画」をいう。）を開示している場

付 則（平成 15.5.8）抄 

２ 改正後の 2.(2)の規定の適用は、次に掲げる者が

それぞれ次に定める日以後に上場申請を行う場合

に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前
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合には、改正後の第 13 条第３項に規定する「上場

手数料等の免除申請書」を提出することにより、当

該再建計画の開示日以降３年間（再建計画の期間内

に限る。）に到来する納入期において、上場手数料

及び年賦課金を免除するものとする。ただし、当該

提出日前に到来した納入期に係る上場手数料及び

年賦課金については、免除しない。 

に上場申請を行う場合（第２号に掲げる者が同号に

定める日前において、上場申請を行う場合であっ

て、当該者が企業内容等の開示に関する内閣府令等

の一部を改正する内閣府令（平成 15 年内閣府令第

28 号）による改正後の企業内容等の開示に関する

内閣府令に定める様式により上場申請に係る公募

又は売出しの有価証券届出書を作成することを予

定しているときを除く。）については、なお従前の

例による。 

 (1) 平成 15 年４月１日において既に有価証券報

告書を提出している新規上場申請者 

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を

改正する内閣府令による改正後の企業内容等の

開示に関する内閣府令に定める様式に基づく有

価証券報告書を提出した日 

 (2) 前号に掲げる者以外の新規上場申請者 

平成 16 年７月１日 

 

付 則 

この改正規定は、平成 16 年９月１日から施行し、

同日以後に上場申請を行う新規上場申請者又はア

ンビシャスからの上場市場の変更若しくはアンビ

シャスへの上場市場の変更を申請する者から適用

する。 

 

付 則 

この改正規定は、平成 16 年９月１日から施行し、

同日以後に上場申請を行う新規上場申請者又はア

ンビシャスからの上場市場の変更若しくはアンビ

シャスへの上場市場の変更を申請する者から適用

する。 

 付 則（平成 16.10.1）抄 

２ 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための

社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律（平成 16 年法律第 88 号）による改正前の商法の

規定により株主名簿の閉鎖を行っている場合にお

いては、当該株主名簿の閉鎖時を基準日とみなし

て、改正後の規定を適用する。 

 

付 則 

１ この改正規定は、平成 17 年２月１日から施行し、

同日以後に上場申請を行う新規上場申請者から適

用する。 

２ この改正規定施行の日前に上場申請を行った新

規上場申請者は、改正後の第６条の３第１号に規定

する宣誓書及び添付書類を平成 17年３月 31日まで

に（同日までに本所が上場を承認していない場合

は、本所が上場を承認する日に）本所に提出するも

のとする。この場合において、当該新規上場申請者

は、当該宣誓書及び添付書類を本所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 
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 付 則（平成 17.9.30）抄 

２ 平成 18 年１月３日以前の日を権利を受ける者を

確定するための基準日とする株式分割により追加

して発行される新株券については、改正後の 14.の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

付 則 

１ この改正規定は、本所が定める日から施行し、同

日以後に上場申請を行う新規上場申請者から適用

する。 

２ 第１項の規定にかかわらず、平成 18 年５月 31 日

までに株券の上場申請を行った新規上場申請者は、

改正後の第６条の４に規定する報告書を平成 18 年

５月 31 日（同日までに本所が上場を承認していな

い場合は、本所が承認する日）までに本所に提出す

るものとする。この場合において、当該新規上場申

請者は、当該報告書（その内容を記載した資料を含

む。）を本所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

３ 施行日において現に上場されている株券の発行

者は、改正後の第６条の４に規定する報告書を平成

18 年５月 31 日までに本所に提出するものとする。

この場合において、当該発行者は、当該報告書（そ

の内容を記載した資料を含む。）を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

（注）「本所が定める日」は、平成 18 年３月１日 

 

 

付 則（平成 18.5.1）抄 

２ 改正後の第３条第１項の規定は、この改正規定施

行の日（以下「施行日」という。）以後に上場申請

を行う新規上場申請者から適用する。 

３ 施行日前に定時総会の招集の手続きが開始され

た場合又は取締役会の決議（委員会等設置会社にあ

っては、執行役の決定を含む。以下同じ。）が行わ

れた場合における当該定時総会又は取締役会（委員

会等設置会社にあっては、執行役を含む。）による

改正前の第３条第２項第６号に規定する自己株式

取得決議、自己株式処分等決議及び自己株式消却決

議は、それぞれ改正後の同号に規定する自己株式取

得決議、自己株式処分等決議及び自己株式消却決議

とみなし、施行日前に株式交換契約書、分割契約書

又は合併契約書が作成された場合における当該契

約書に基づく自己株式の移転に係る改正前の第３

条第２項第６号に規定する自己株式処分等決議は、

付 則（平成 18.5.1）抄 

２ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成 17 年法律第 87 号）第 98 条第２項の規

定によりなお従前の例によるとされた新株引受権

に係る新株引受権証書については、なお従前の例に

よる。 
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改正後の同号に規定する自己株式処分等決議とみ

なす。 

４ 改正後の第３条第７項第１号及び第２号の規定

にかかわらず、施行日前に終了する事業年度に係る

財務諸表、連結会計年度に係る連結財務諸表、中間

会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期

間に係る中間連結財務諸表については、なお従前の

例による。 

５ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成 17 年法律第 87 号）第 98 条第２項の規

定によりなお従前の例によるとされた新株引受権

に係る新株引受権証書については、なお従前の例に

よる。 

 

 付 則 

この改正規定は、平成 18 年 11 月１日から施行し、

同日以後に上場申請を行う新規上場申請者及び上場

市場の変更を行う上場市場変更申請者から適用する。 

 

付 則（平成 18.12.22）抄 

２ 改正後の第３条及び第 11 条の３の規定は、改正

規定施行の日以後申請を行う者から適用する。 

 

付 則（平成 18.12.22）抄 

２ 改正後の 19．の規定は、施行日以後株券上場廃

止基準第３条の３第１項に規定する審査を申請す

る上場会社から適用する。 

 

付 則（平成 20.4.1）抄 

２ 改正後の第３条第６項、同条第７項、同条第８項

及び第６条の４第２号の規定は、この改正規定施行

の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事

業年度から適用し、施行日より前に開始する事業年

度に係るものについては、なお従前の例による。 

３ 改正後の第３条第５項第５号ⅰの規定は、施行日

以後に開始する事業年度から適用する。 

４ 改正後の第３条第２項第８号の３、同条第３項各

号の規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者か

ら適用する。 

 

付 則（平成 20.4.1）抄 

２ 改正後の 2.(4)ａ、2.(4)ｄ、9.(1)ｃの規定は、

この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）

以後に開始する事業年度から適用し、施行日より前

に開始する事業年度に係るものは、なお従前の例に

よる。 

 

付 則（平成 20.6.1）抄 

２ 改正後の第 21 条の規定は、この改正規定施行の

日以後に株券上場審査基準第４条第２項各号（アン

ビシャスの上場会社にあっては、同第６条第２項各

号をいう。）の適用を受けて上場した会社（当該会

社が発行者である株券等を含む。）から適用する。 

 

付 則（平成 20.6.1）抄 

２ 改正後の 11.の４の規定は、この改正規定施行の

日（以下「施行日」という。）以後の株券等の新規

上場を申請する者から適用する。 

３ 施行日前に株券等の新規上場を申請する者は、改

正後の 11.の４(1)から(5)までに掲げる事項を記載

した第６条の５に規定する報告書を、平成 20 年８

月 31 日までに（同日までに本所が新規上場を承認

していない場合にあっては、本所が新規上場を承認
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する日に）本所に提出するものとする。この場合に

おいて、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上

場後において本所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

４ 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書

の提出を行うまでの間は、改正前の 11.の４(1)か

ら(5)までに掲げる事項を記載した第６条の５に規

定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上

場後において本所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

５ 施行日において現に上場されている株券等の発

行者は、改正後の 11.の４(1)から(5)までに掲げる

事項を記載した第６条の５に規定する報告書を、平

成 20 年８月 31 日までに本所に提出するものとす

る。この場合において、当該発行者は、当該報告書

を本所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

 

 付 則（平成 21.11.9）抄 

２ 施行日において現に上場されている株券の発行

者のうち支配株主を有する者は、改正後の有価証券

上場規程に関する取扱い要領 11．の４に掲げる事

項を記載した第６条の５に規定する報告書を、平成

21 年 12 月 31 日までに本所に提出するものとする。

この場合において、当該発行者は、当該報告書を本

所が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

 

 付 則（平成 22.3.4）抄 

２ 改正後の 11.の 4(2)（次項及び第５項において同

じ。）の規定は、この改正規定施行の日（以下「施

行日」という。）以後に株券の新規上場を申請する

者から適用する。 

３ 施行日前に株券の新規上場を申請した者は、改正

後の 11.の 4（(5)を除く。）に掲げる事項を記載し

た規程第６条の５に規定する報告書を、平成 22 年

３月 31 日までに（同日までに本所が新規上場を承

認していない場合にあっては、本所が新規上場を承

認する日に）本所に提出するものとする。この場合

において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び

上場後において本所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

４ 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書

の提出を行うまでの間に、改正前の 11.の 4 に掲げ

る事項を記載した規程第６条の５に規定する報告
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書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後におい

て本所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

５ 施行日において現に上場されている株券の発行

者は、改正後の 11.の 4（(5)を除く。）に掲げる事

項を記載した規程第６条の５に規定する報告書を、

平成 22年４月 30日までに本所に提出するものとす

る。この場合において、当該発行者は、当該報告書

を本所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

６ 改正後の 11.の 4(5)（次項及び第８項において同

じ。）の規定は、施行日以後に株券の新規上場を申

請する者から適用する。 

７ 施行日前に株券の新規上場を申請した者は、改正

後の 11.の 4 に掲げる事項を記載した規程第６条の

５に規定する報告書を、平成 22 年３月１日以後に

終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞

なく（当該定時株主総会の日までに本所が新規上場

を承認していない場合にあっては、本所が新規上場

を承認する日に）本所に提出するものとする（当該

定時株主総会の日より前に当該報告書を提出して

いる場合を除く。）。この場合において、当該申請

者は、当該報告書を上場前及び上場後において本所

が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

８ 施行日において現に上場されている株券の発行

者は、改正後の 11.の 4 に掲げる事項を規程第６条

の５に規定する報告書を、平成 22 年３月１日以後

に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅

滞なく本所に提出するものとする（当該定時株主総

会の日より前に当該報告書を提出している場合を

除く。）。この場合において、当該発行者は、当該

報告書を本所が公衆の縦覧に供することに同意す

る。 

 

付 則（平成 22.6.30）抄 

２ この改正規定施行の日の前日までに改正前の第

６条の４の規定に基づき本所所定の「適時開示に係

る宣誓書」を提出した者は、当該宣誓書に署名を行

った代表者の異動について決議又は決定を行った

場合は、改正後の本所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」を異動後直ちに提出するものとす

る。 

 

 

 付 則（平成 24.5.10）抄 

２ 改正後の 11．の４(5)の規定は、この改正規
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定施行の日以後に株券の新規上場を申請する

者から適用する。 

３ 上場会社は、改正後の 11．の４(5)に掲げる

事項を記載したコーポレート・ガバナンスに関

する報告書を、平成 24 年３月 31 日以後に終了

する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞

なく本所に提出するものとする。 

 

 

 

 

付 則（平成 24.6.1）抄 

２ 改正後の規定は、この改正規定施行の日以後

に新規上場申請を行う者から適用する。 

付 則（平成 26.7.1）抄 

２ 改正後の第３条第２項第８号の２の規定は、この

改正規定施行の日（以下「施行日」という。）以後

に新規上場申請（施行日より前に予備申請のあった

施行日以後に行われる新規上場申請を除く。）を行

う者から適用する。 

 

 

 付  則（平成 27.11.28）抄 

２ 前項にかかわらず、改正後の 14.の２(6)の規定

は、会社法の一部を改正する法律（平成 26 年法律

第 90 号）の施行の日以後に上場申請を行う者から

適用することとし、当該施行の日より前の日に上場

申請を行う者についての新株予約権証券の上場期

間の取扱いは、なお従前の例による。 

 

 付 則（平成 27.4.1）抄 

２ この改正規則施行の日前に開始した連結会計年

度に係るものについては、「非支配株主持分」とあ

るのは「少数株主持分」とする。 

  

 付 則（平 27.6.1）抄 

２ 改正後の 11．の４(2)の規定は、この改正規

定施行の日（以下「施行日」という。）以後に

株券の新規上場を申請する者から適用する。た

だし、新規上場日が施行日以後最初に到来する

定時株主総会の日から起算して６か月を経過

する日の前日までの日である場合は、なお従前

の例による。 

 

付 則（令和 2.2.7）抄 

２ 改正後の第 11 条の９の規定は、施行日以後

に本則市場への市場変更に係る承認を受けた

者から適用する。 
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付 則（令和 2.11.1）抄 

２ 改正後の第８条及び第 10 条の規定は、この改正

規定施行の日以後の日に上場株券と同一の種類の

株券を発行又は上場有価証券の銘柄等の変更を行

う者から適用する。 
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有価証券上場規程取扱い要領別添１ 

新規上場申請者の合併等に係る「重要な影響」について 
 

2.(1)ｄ及び同(4)ｇに規定する「重要な影響」については、Ⅰに定めるところにより、合併当事会社又は

新規上場申請者等の財務諸表等における総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額の各項目に係る影響度

（Ⅱに掲げる算式により計算した割合をいう。以下同じ。）を算出して、決定するものとする。 

 

Ⅰ 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化又は事業の譲受け若しくは譲渡（以下この別添１におい

て「合併等」という。）に係る影響度が、いずれかの項目で 50％以上である場合は、重要な影響があるも

のとして取り扱う。 

 

Ⅱ 合併等に係る影響度は、合併等の行われた日の属する連結会計年度の直前連結会計年度に係る合併当事

会社又は新規上場申請者等の連結財務諸表（合併当事会社又は新規上場申請者等が当該期間において連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合又は連結財務諸表を作成することが著しく困難であると認められる

場合は、財務諸表とする。）における総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額の各項目のそれぞれにつ

いて、次の各算式により計算するものとする。 

 

１ 合併に係る影響度 

(1) 総資産額の影響度 

合併主体会社以外の合併当事会社（新規上場申請者の子会社が合併する場合

には、当該子会社以外の合併当事会社）の総資産額 
×100(％) 

合併主体会社（新規上場申請者の子会社が合併する場合には、新規上場申請

者）の総資産額 

(2) 純資産の額、売上高及び利益の額の影響度 

前(1)の算式において、総資産額とあるのを、純資産の額、売上高又は利益の額とそれぞれ読み替え

て計算する。 

 

２ 分割に係る影響度 

(1) 総資産額の影響度 

分割の対象となった部門等における総資産額に相当すると認められる額 
×100(％) 

分割前の新規上場申請者の総資産額 

(2) 純資産の額、売上高及び利益の額の影響度 

前(1)の算式において、総資産額とあるのを、純資産の額、売上高又は利益の額とそれぞれ読み替え

て計算する。 

 

３ 営業の譲受け又は譲渡に係る影響度 

(1) 純資産額の影響度 

事業の譲受け又は譲渡の対象となった部門等における総資産額に相当する

と認められる額 ×100(％) 

事業の譲受け又は譲渡前の新規上場申請者の総資産額 

(2) 純資産の額、売上高及び利益の額の影響度 

前(1)の算式において、総資産額とあるのを、純資産の額、売上高又は利益の額とそれぞれ読み替え

て計算する。 
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４ 子会社化又は非子会社化に係る影響度 

(1) 総資産額の影響度 

子会社となった会社又は子会社でなくなった会社の総資産額 
×100(％) 

子会社化又は非子会社化前の新規上場申請者の総資産額 

(2) 純資産の額、売上高及び利益の額の影響度 

前(1)の算式において、総資産額とあるのを、純資産の額、売上高又は利益の額とそれぞれ読み替え

て計算する。 

 

５ 同一事業年度中に合併、事業を承継する分割、事業の譲受け又は子会社化と事業を承継させる分割、

事業の譲渡又は非子会社化が行われた場合の合併、事業を承継する分割、事業の譲受け又は子会社化に

係る影響度 

(1) 総資産額の影響度 

合併主体会社以外の合併当時会社（新規上場申請者の子会社が合併す

る場合には、当該子会社以外の合併当時会社）の総資産額、分割によ

り承継する部門等における総資産額に相当すると認められる額、事業

の譲受けの対象となった部門等における総資産額に相当すると認め

られる額又は子会社となった会社の総資産額 

 

 

 

×100（％） 
合併主体会社（新規上

場申請者の子会社が合

併する場合には、新規

上場申請者者）又は新

規上場申請者の総資産

額 

－ 

分割により承継させる部門等における

総資産額に相当すると認められる額、

事業の譲渡の対象となった部門等にお

ける総資産額に相当すると認められる

額又は子会社でなくなった会社の総資

産額 

(2) 純資産の額、売上高及び利益の額の影響度 

前(1)の算式において、総資産額とあるのを、純資産の額、売上高又は利益の額とそれぞれ読み替え

て計算する。 

(注) 事業を承継させる分割、事業の譲渡又は非子会社化に係る影響度は、3.又は前 4.の算式により

計算する。 

 

６ 同一事業年度中に合併、事業を承継する分割、事業の譲受け又は子会社化が複数行われた場合の影響

度及び事業を承継させる分割、事業の譲渡又は非子会社化が複数行われた場合の影響度は、合併等の対

象会社の総資産額、純資産の額、売上高又は利益の額について、各項目ごとにそれぞれ合算した額をも

って計算するものとする。 
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有価証券上場規程取扱い要領別添２ 

被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る基準 

 

本所は、新規上場申請者が本所に提出する 7.の２(1)に規定する書類（以下「被合併会社等の財務諸表等」

をいう。）に一定の信頼性を付与することを目的として、公認会計士又は監査法人が被合併会社等の財務諸表

等について一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査による意見表明の場合に比して限定的な

保証を与えるための意見表明に係る基準を次のとおり定める。 

 

1. 実施者 

この基準による意見表明及びそれに要する手続（以下「意見表明等」という。）は、新規上場申請者及び

対象となる会社（以下「被合併会社等」という。）との間に公認会計士法に定める利害関係を有しない独立

した公認会計士又は監査法人（以下「公認会計士等」という。）が実施するものとする。 

 

2. 対象となる被合併会社等の財務諸表等の範囲 

意見表明等の対象となる財務諸表等は、合併等の直前の事業年度及び連結会計年度の財務諸表等（連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合及び連結財務諸表を作成することが著しく困難であると認められる

場合は、連結財務諸表を除く。）とする。 

 

3. 目的 

公認会計士等は、対象となる財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作

成され、財務諸表等規則、連結財務諸表規則又は会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）に従って開

示されているか否かについて、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査の場合に比して限

定的な保証を与えることを目的として意見表明等を実施する。 

 

4. 意見表明に要する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続として、主として以下に掲げる質問又は分析的手続を実施する。 

(1) 被合併会社等の業務及び当該被合併会社が属している業界の状況についての質問 

(2) 被合併会社等が採用している会計処理の原則及び手続の内容とこれらの変更の有無についての質

問 

(3) 会計取引を記録し、これを分類、集計する方法についての質問 

(4) 財務データ相互間又は財務以外のデータと財務データ間の矛盾又は異常な変動の有無を検討し、財

務諸表等の合理性を確かめる分析的手続 

(5) 株主総会及び取締役会等の議事録並びに重要な決裁文書の閲覧 

(6) 重要な後発事象又は偶発事象等の発生の有無に関する質問 

 

5. 報告書の記載事項 

公認会計士等は､被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明のための報告書（以下「報告書」という。）

に、以下に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 対象とした被合併会社等の財務諸表等の範囲 

(2) 意見表明のための手続が本基準に準拠して実施された旨 

(3) 実施した意見表明手続の種類及びこれが一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査

に当たって採用される監査手続よりも限定されたものである旨 

(4) 意見表明手続が財務諸表等に対して付与する保証が、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査の場合に比較して限定的なものである旨 
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(5) 報告書が、被合併会社等の財務諸表等に対して、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

た監査に基づく監査意見を述べるものではない旨 

(6) 意見表明手続を実施した結果、被合併会社等の財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠していないと認められる重要な事項が発見されたかどうかに関する結論（重要な手続

が実施されなかったことにより、結論の表明を行うことができない場合にあっては、結論の表明を控

える旨及びその理由） 

(7) 被合併会社等と公認会計士等との間に公認会計士法に定める利害関係がない旨 
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有価証券上場規程別表 

 

(実施)平成 3. 4. 1 

(変更)平成 7. 6. 1  8. 4. 1  9. 4. 1  9. 8. 1 

11. 3. 1 12. 4. 7 13. 4. 1 13.10. 1 

15. 5. 8 18. 5. 1 18.11. 1 20. 9.30 

22. 6.30 22. 7.30 24. 6. 1 30. 3.31 

30. 4. 2 

 

 

 

第１ 株 券 

１ 上場手数料 

区分 納入期 徴 収 標 準（定額・定率） 

新規上

場申請

者の上

場申請

した株

券の上

場 

（アン

ビシャ

スへの

上場を

除く。） 

上場日

の属す

る月の

翌月末

日まで 

［定 額］ 

300万円 

［定 率］ 

次の(1)及び(2)に掲げる金額

の合計金額とする。ただし、500

万円を上限とする。 

 (1) 上場申請に係る株券の

公募数に公募価格を乗じて

得た金額の 

        万分の２ 

 (2) 上場申請に係る株券の

売出数に売出価格を乗じて

得た金額の 

       万分の１ 
   

新規上

場申請

者の上

場申請

した株

券のア

ンビシ

ャスへ

の上場 

上場日

の属す

る月の

翌月末

日まで 

［定 額］ 

150万円 

［定 率］ 

次の(1)及び(2)に掲げる金額

の合計金額とする。ただし、500

万円を上限とする。 

 (1) 上場申請に係る株券の

公募数に公募価格を乗じて

得た金額の 

        万分の２ 

 (2) 上場申請に係る株券の

売出数に売出価格を乗じて

得た金額の 

        万分の１ 

有価証券上場規程別表取扱い要領 

 
(変更)昭和 49. 8.26 51. 9.27 51.11.20 57.10. 1 

59.12. 3 61. 3. 5 61.11. 1  

平成 3. 4. 1  4. 7. 1  5. 4. 1  6. 3.17 

 7. 6. 1  8. 1. 1  9. 4. 1  9. 6. 1 

 9. 8. 1 10.12. 1 11. 3. 1 11. 8. 1 

11.11.10 12. 4. 7 13. 4. 1 13.10. 1 

14. 4. 1 18. 5. 1 18.11. 1 19. 9.30 

20. 9.30 21.12. 1 22. 7.30 23. 5.25 

23.10. 1 25. 9.13 30. 3.31 30. 4. 2 

 

第１ 株 券 

(1) 上場手数料関係 

ａ 上場手数料の計算上生じた 100円未満の金額は

切り捨てる。 

ｂ 上場廃止された株券が、上場廃止後６か月以内

に再上場される場合（上場廃止された株券が合併

などの事由により株券として再上場されるとみ

なされる場合を含む。）又は上場廃止された株券

が他の上場会社の株券として追加上場されると

みなされる場合の上場手数料については、上場廃

止された株券の発行者が上場廃止前に納付した

上場手数料の額を限度として、当該株券の上場に

際して請求すべき金額から控除することができ

る。この場合において、「上場廃止前に納付した

上場手数料の額」は、再上場又は追加上場に係る

上場手数料の納入期に現に効力を有する「徴収標

準」により計算される金額をいうものとする。 

ｃ 新規上場申請者の上場申請した株券の上場を

する場合において、次の(a)又は(b)に該当する場

合には、別表に定める上場手数料の額にかかわら

ず 50万円とする。 

 (a) 新規上場申請者の上場申請した株券が、既

に国内の他の金融商品取引所に上場されてい

る場合。 

 (b) 新規上場申請者の上場申請した株券が、本

所と国内の他の金融商品取引所に同時に上場

される場合。 

ｄ 前ｃの規定にかかわらず、新規上場申請者の上

場申請した株券が、既に国内の他の金融商品取引

所に３年以上上場している場合で、有価証券上場
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上場会

社が新

たに発

行する

株券の

上場 

上場日

の属す

る月の

翌月末

日まで 

１株当たりの発行価格に新た

に上場する株式数（有価証券上

場規程第９条第１項の適用を受

けて上場する株券（株券上場廃

止基準第２条第１項第 18号（同

基準第２条の２第１項第３号の

規定による場合を含む。）に該当

して上場廃止となる銘柄と引換

えに交付されるものに限る。）を

除く。）を乗じて得た金額の 

万分の 6.0 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規程第２条第１項の規定に基づく申請をする者

が北海道関連企業（北海道に本社又は事業所等を

有する企業をいう。）である場合は、別表に定め

る上場手数料を納入することを要しないものと

する。 

ｅ 上場契約未締結の上場会社が上場契約を締結

した場合は、別表に定める上場手数料の２分の１

を上場手数料とする。ただし、本所の承認を得た

ものについては、この限りでない。 

ｆ 発行済株式のうち上場に適さない株式として

上場されていなかった株式が上場されることと

なった場合の上場手数料については、次の(a)又

は(b)に掲げる場合の区分に応じ、当該(a)又は

(b)に定めるところによる。 

(a) 上場に際して自己株式として取得される場

合 

上場に際して取得した自己株式の処分（会社

法第 199条第１項に規定する募集によるものに

限る。）を行う場合においては、「新規上場申請

者の上場申請した株券の上場（アンビシャスへ

の上場を除く。）」の「徴収標準」〔定率〕(2)を

準用するものとする。この場合における納入期

は、当該自己株式の処分に係る払込期日又は払

込期間の最終日の属する月の翌月末日までと

する。 

(b) 前(a)以外の場合 

「新規上場申請者の上場申請した株券の上

場（アンビシャスへの上場を除く。）」の〔定率〕

(2)を準用するものとする。 

ｆの２ 上場会社が株式を対価とする公開買付け

に際して発行する新株式の上場手数料は、当該公

開買付けの決済の開始日における最終価格（当該

決済の開始日の売買立会において売買が成立し

ない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立

会において売買が成立した日の最終価格）を１株

当たりの発行価格とみなして計算する。 

なお、本所と国内の他の金融商品取引所に上場

している場合は、当該他の金融商品取引所の最終

価格を用いることができる。 
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ｇ 上場会社の公募及び第三者割当等に際して発

行する新株式に係る上場手数料の上限は 500万円

とする。 

ｈ 上場会社の合併、分割又は株式交換に際して発

行する新株式に係る上場手数料は、１株当たり資

本組入額を１株当たりの発行価格とみなして計

算する。 

ｉ 他の種類の株式への転換が行われる株式の転

換により上場会社が新たに発行した株券の上場

手数料は、当該株式の発行価格に基づく１株当た

り発行価格（当該株式が会社法第 199条第１項に

規定する募集によらずに発行されたものである

場合には、これに相当する額）を１株当たりの発

行価格とみなして計算することとし、取得条項付

新株予約権の会社による取得に伴い発行された

新株を上場するときは、各新株予約権の発行価格

に新株予約権の総数を乗じて得た金額（当該新株

予約権が新株予約権付社債に付されたものであ

る場合は、当該金額と取得される新株予約権に係

る社債の金額の合計額）の１株当たりの金額に相

当する額を１株当たりの発行価格とみなして計

算する。 

ｊ 他の種類の株式への転換が行われる株式の転

換、新株予約権の行使等により上場会社が新たに

発行した株券又は取得条項付新株予約権の取得

に伴い発行された新株を上場する場合の上場手

数料は、１月１日から６月末日までに上場された

ものについてはその年の８月末日に、７月１日か

ら 12 月末日までに上場されたものについては翌

年の２月末日に納入するものとする。 

ｋ 有価証券上場規程第 12 条の規定による場合の

上場廃止の日又は株券上場廃止基準第２条第１

項の各号又は第２条の２第１項の各号のいずれ

かに該当することとなった日以降に到来する納

入期に納入する上場手数料については、これを免

除することができる。ただし、ｂの規定に該当し、

上場手数料を控除することとした会社の上場廃

止の日前に上場した株券に係る上場手数料につ

いては、免除しないものとする。 
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２ 上場市場の変更に係る上場手数料 

上場市場の変更を申請した株券の上場手数料は、１

上場手数料の規定（同規定中「新規上場申請者の上場

申請した株券の上場（アンビシャスへの上場を除

く。）」とあるのは「アンビシャスからの上場市場の変

更」と、「上場日の属する月の翌日末日まで」とある

のは「上場市場の変更日の属する月の翌月末日まで」

と、「上場申請日」とあるのは「上場市場の変更申請

日」と読み替える。）により算定される金額から、変

更上場申請者が既に納入した上場手数料の金額の合

計額を控除した額とする。 

 

 

年 賦 課 金 

区 分 納入期 徴  収  標  準 

年賦課金 
２月末日 

８月末日 

60万円 

 

（アンビシャスの上場会社

（株券上場審査基準第４条

第２項又は第６条第２項の

規定の適用を受けてアンビ

シャスの上場会社となった

ものを除く。）に係る上場後

３年を経過する日の属する

年の末日以前に到来する納

付期日に係る年賦課金につ

いては、半額とする。） 
   

 

 

(2) 年賦課金関係 

ａ 年賦課金は、年２回に分けて、有価証券上場規

程別表に定める期日におのおの半額を納入する

ものとする。 

ｂ 新規上場申請者に係る年賦課金は、前ａの規定

にかかわらず、当該新規上場申請者の株券が、１

月１日から６月末日までの間に上場された場合

にはその半額を、７月１日から 12 月末日までの

間に上場された場合にはその全額を免除する。 

ｃ 有価証券上場規程第 12 条の規定による場合の

上場廃止の日又は株券上場廃止基準第２条第１

項の各号又は第２条の２第１項の各号のいずれ

かに該当することとなった日以降に到来する納

入期に納入する年賦課金については、これを免除

することができる。ただし、前(1)上場手数料関

係ｂに該当し、上場手数料を控除することとした

会社の年賦課金は、免除しないものとする。 

ｄ 上場廃止された株券が、上場廃止後６か月以内

かつ翌年に再上場される場合（上場廃止された株

券が合併などの事由により株券として再上場さ

れるとみなされる場合を含む。）の年賦課金につ

いては、ｂの規定を適用しないものとする。 

 

ＴＤｎｅｔ利用料 

新規上場申請者及び上場有価証券の発行者は、ＴＤｎ

ｅｔ利用料として本所が定める金額を納入するものと

する。 

(3) ＴＤｎｅｔ利用料関係 

ａ ＴＤｎｅｔ利用料の対象となる上場会社は、本

所の単独上場会社（本所のみに上場している会社

をいう。以下同じ。）及び東京証券取引所、名古
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屋証券取引所、福岡証券取引所以外の金融商品取

引所との重複上場会社とする。 

ｂ ＴＤｎｅｔ利用料として本所が定める金額は

年額 12 万円とし、その計算期間は４月１日から

翌年３月 31日までとする。 

ｃ ＴＤｎｅｔ利用料は、年２回に分けて 10 月末

日と翌年４月末日までにおのおの半額を納入す

るものとする。 

ｄ ｂの規定にかかわらず、ＴＤｎｅｔ利用料は、

以下に定める場合に該当した場合は月割りで按

分するものとし対象とする期間はそれぞれに定

める期間とする。 

(a) 新規上場申請者に係るＴＤｎｅｔ利用料

は、新規上場した日を含む月からその対象とす

る。 

(b) 上場廃止が決定した上場会社に係るＴＤｎ

ｅｔ利用料は上場廃止をする日を含む月まで

をその対象とする。 

(c) 東京証券取引所又は名古屋証券取引所、福

岡証券取引所と重複上場することとなった上

場会社に係るＴＤｎｅｔ利用料は重複上場す

る日を含む月までその対象とする。 

 

第２ 新株予約権証券 

上 場 手 数 料 

区 分 納入期 徴 収 標 準 

上場会

社が発

行する

新株予

約権証

券の上

場 

上場日

の属す

る月の

翌月末

日まで 

新株予約権の行使に係る払込

金額に新株予約権の目的である

株式の数を乗じて得た金額が 

(1) 50億円以下の場合 

５万円 

ただし、第１株券「上場

会社が新たに発行する株券

の上場」の場合の上場手数

料の計算により得た金額の

半額が５万円未満の場合

は、その金額 

(2) 50億円を超える場合 

10万円 
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第３ 債券その他の有価証券 

別にこれを定める。 

 

 

第４ 上場手数料、年賦課金及びＴＤｎｅｔ利用料につ

いては、消費税及び地方消費税を加算して納入するも

のとする。 

 

 

 付 則（平 13.10. 1）抄 

２ 改正後の第１ (1)ａ、ｂ及びｅからｉまで並びに

改正前の第１ (1)ｂ及びｃの規定は、当分の間、有

価証券上場規程平成 13年 10月１日改正付則第３条の

規定に基づく上場手数料について準用する（ただし、

同条第１項第２号又は第２項の規定に基づく上場手

数料については、改正前の第１ (1)ｂ及びｃの規定

を適用しない。）。この場合において、この改正規定施

行の日以後に単元株式数の変更を行っている場合に

は、改正前の第１ (1)ｂ及びｃ中「１単位の株式の

数」とあるのは「単元株式数」と読み替えるものとす

る。 

３ 改正後の第１ (2)の規定は有価証券上場規程平成

13 年 10 月１日改正付則第４条の規定に基づく年賦課

金について準用し、改正前の第１ (2)ｃ及びｄの規

定は、同条第１号に規定する上場会社にあってはこの

改正規定施行の日の前日までに行う株式分割又は１

単位の株式の数の変更について、同条第２号に規定す

る上場会社にあっては上場日までに行う株式分割又

は１単位の株式の数の変更若しくは単元株式数の変

更について、それぞれ準用する。この場合において、

この改正規定施行の日以後に単元株式数の変更を行

っている場合には、改正前の第１ (2)ｄ中「１単位

の株式の数」とあるのは「単元株式数」と読み替える

ものとする。 

 

 付 則 

１ この改正規定は、平成 14年４月１日から施行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成 13年法律第 128

号。以下この付則において「商法等改正法」という。）

附則第６条第１項の規定によりなお従前の例による
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とされた新株引受権は、新株予約権とみなして、改正

後の規定を適用する。 

３ 商法等改正法附則第７条第１項の規定によりなお

従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付

社債は、新株予約権付社債とみなして、改正後の規定

を適用する。 

４ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改

正法による改正前の商法第 341 条の 13 第１項の規定

に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券

とみなして、改正後の規定を適用する。 

 

付 則（平 18.11. 1）抄 

２ 改正後の第１ １上場手数料の規定は、平成 18 年

11月１日から施行し、同日以後に上場申請を行う新規

上場申請者から適用する。 

３ 改正後の第１ ＴＤｎｅｔ利用料の規定について

は、平成 19年４月末日(計算期間平成 18年 10月 1日

から平成 19年３月 31日まで）の納入分から適用する。 

 

付 則（平 18.11. 1）抄 

２ 改正後のＴＤnet利用料の規定については、平成 19

年４月末日(計算期間平成 18 年 10 月１日から平成 19

年３月 31日まで）納入分から適用する。 

 

 付 則（平 20. 9.30）抄 

２ 改正後の第１ (3)の規定にかかわらず、平成 20年

10月末日を納入期限とするＴＤｎｅｔ利用料は、以下

の各号に定める金額の合計額とする。 

(1) 平成 20年４月から６月までの期間に対応する改

正前のＴＤｎｅｔ利用料 

 (2) 平成 20年７月から９月までの期間に対応する改

正後のＴＤｎｅｔ利用料 

  

付 則（平 22.７.30）抄 

２ 前項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引

所と重複上場している会社（以下「重複上場会社」と

いう。）が新たに発行する株券の上場手数料の徴収標

準率は、当分の間、万分の 1.0とする。 

３ 改正規定施行の日前に新たに株券の発行を決議し

た上場会社の上場手数料の徴収標準率は、万分の 2.0

とする。 

４ 有価証券上場規程別表取扱い要領 第１(1)ｉに係

る上場手数料については、平成 22 年８月末日納入分

の徴収標準率及び１月１日を基準として重複上場会
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社の徴収標準率は、万分の 2.0とする。 

５ 改正後の年賦課金の規定は、平成 22 年８月末日納

入分から適用することとし、年賦課金の半額を納入す

るものとする。 

ただし、平成 22 年２月末日納入分は、改正前の規

定を適用する。 

６ 改正規定施行の日前に、アンビシャスに上場してい

る会社については、平成 25年 12月の末日以前に到来

する納入期日に係る年賦課金は、第１ 年賦課金の規

定に定める額の半額とする。 

ただし、平成 22年８月末日納入分は第１ 年賦課金

の規定に定める額の４分の１の額とする。 

７ 本所のみに上場している会社が、国内の他の金融商

品取引所に上場することとなった場合は、当分の間、

上場日の翌年から原則として年賦課金の３分の１の

額を納入するものとする。 

８ 改正後の第１ 株券 年賦課金の規定にかかわら

ず、重複上場会社の賦課金については、当分の間、原

則として次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定

める金額とする。 

(1) 平成 21年 12月 31日において本所に株券が上場

されている上場会社 

平成 22 年２月末日に納入した年賦課金の２倍の

額 

(2) 平成 22年１月１日以後に本所に株券が新規上場

された上場会社 

上場日における上場株式数を次の算式により調

整した株式数（以下「投資単位調整後上場株式数」

という。）のうち 

ａ 1万単位以下の株式数につき      ６万円 

ｂ 1万単位を超え 4万単位以下の株式数につき 

2,000単位以下を増すごとに     ４千円 

ｃ 4万単位を超え12万単位株以下の株式数につき 

4,000単位以下を増すごとに     ４千円 

ｄ 12 万単位株を超え 20 万単位以下の株式数につ

き 

1万単位以下を増すごとに       ３千円 

ｅ 20万単位を超え100万単位以下の株式数につき 

10万単位を増すごとに        ２千円 
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ｆ 100 万単位を超え 200 万単位以下の株式数につ

き 

20万単位以下を増すごとに      ２千円 

ｇ 200万単位を超える株式数につき 

40万単位以下を増すごとに      ２千円 

「投資単位調整後上場株式数」 

 

＝「上場株式数」× 
「上場日の投資単位」 

50万円 

算式中「上場日の投資単位」は上場日の本所におけ

る最終価格を用いて計算し、当該日において売買が成

立しない場合には、当該日の国内の他の金融商品取引

所における最終価格を用いて計算する。ただし、上場

日の本所及び国内の他の金融商品取引所における売

買が成立しない場合には、上場日後本所において最初

に売買立会が成立した日と国内の他の金融商品取引

所において最初に売買立会が成立した日のいずれか

早く到来した日の最終価格を用いて計算し、本所にお

いて最初に売買立会が成立した日と国内の他の金融

商品取引所において最初に売買立会が成立した日が

同日である場合には、当該日の本所の最終価格を用い

て計算する。 

 

付 則（平 30.4.2）抄 

２ 改正後の第１ １上場手数料関係の規定は、この改

正規定施行の日（以下「施行日」という。）以後に上

場申請を行う新規上場申請者から適用する。 

３ 改正後の平成 22年７月 30日改正付則第２項の規定

は、施行日以後に到来する日を納入期とする上場手数

料から適用する。 

 

付 則（平 30.4.2）抄 

２ 改正後の第１(1)上場手数料関係ｃの規定は、この

改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に上場申請を行う新規上場申請者から適用する。 

３ 改正後の第１(1)上場手数料関係ｇの規定は、施行

日以後に行われた公募及び第三者割当等に際して発

行した新株式に係る上場手数料から適用する。 
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